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平成３０年第１回熊野町議会定例会 

会議録（第２号） 

 

１．招集年月日  平成３０年３月６日 

２．招集の場所  熊野町議会議場 

３．開議年月日  平成３０年３月７日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１６名） 

    １番 尺 田 耕 平     ２番 竹 爪 憲 吾 

    ３番 立 花 慶 三     ４番 諏訪本   光 

    ５番 沖 田 ゆかり     ６番 片 川   学 

    ７番 時 光 良 造     ８番 民 法 正 則 

    ９番 荒 瀧 穂 積    １０番 大瀬戸 宏 樹 

   １１番 藤 本 哲 智    １２番 山 野 千佳子 

   １３番 久保隅 逸 郎    １４番 中 原 裕 侑 

   １５番 馬 上 勝 登    １６番 山 吹 富 邦 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席委員（０名） 

     な し 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         内 田   充 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         岩 田 秀 次 

      企 画 担 当 部 長         宗 條   勲 

      民 生 部 長         光 本 一 也 

      建 設 部 長         沖 田   浩 

      教 育 部 長         民 法 勝 司 

      総 務 部 次 長         西 村 隆 雄 
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      民 生 部 次 長         時 光 良 弘 

      建 設 部 次 長         貞 永 治 夫 

      建設部技術次長         林   武 史 

      教 育 部 次 長         横 山 大 治 

      財 務 課 長         桐 木 和 義 

      地 域 振 興 課 長         西 岡 隆 司 

      企 画 担 当 課 長         西 川 伸一郎 

      税 務 課 長         立 花 太 郎 

      高齢者支援課長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         堀 野 辰 夫 

      子育て・健康推進課長         隼 田 雅 治 

      生 活 環 境 課 長         堂 森 憲 治 

      都 市 整 備 課 長         穂 坂 俊 彦 

      上 下 水 道 課 長         寺垣内 栄 作 

      生 涯 学 習 課 長         藤 川 千 浪 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         三 村 伸 一 

      議会事務局書記         永 谷   望 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．議 事 日 程（第２号） 

    開会宣告 

 日程第 １ 一般質問 

 日程第 ２ 議案第 １号 くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関する条例案

について 

 日程第 ３ 議案第 ２号 熊野団地防災センターの設置及び管理等に関する条例案に

ついて 

 日程第 ４ 議案第 ３号 西部ふれあい広場の設置及び管理に関する条例案について 

 日程第 ５ 議案第 ４号 熊野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
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基準等を定める条例案について 

 日程第 ６ 議案第 ５号 所得税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案

について 

 日程第 ７ 議案第 ６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案について 

 日程第 ８ 議案第 ７号 熊野町手数料条例の一部を改正する条例案について 

 日程第 ９ 議案第 ８号 重度心身障害者医療費支給条例及び熊野町後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例案について 

 日程第１０ 議案第 ９号 熊野町国民健康保険条例の一部を改正する条例案について 

 日程第１１ 議案第１０号 熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案につい

て 

 日程第１２ 議案第１１号 熊野町介護保険条例の一部を改正する条例案について 

 日程第１３ 議案第１２号 熊野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について 

 日程第１４ 議案第１３号 熊野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて 

 日程第１５ 議案第１４号 熊野町指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案に

ついて 

 日程第１６ 議案第１５号 熊野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例案について 

 日程第１７ 議案第１６号 熊野筆特別工業地区建築条例の一部を改正する条例案につ

いて 

 日程第１８ 議案第１７号 熊野町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて 

 日程第１９ 議案第１８号 都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を

定める条例の一部を改正する条例案について 

 日程第２０ 議案第１９号 町道の路線認定について 
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 日程第２１ 議案第２０号 熊野町指定金融機関の指定について 

 日程第２２ 議案第２１号 熊野町教育委員会教育長の任命の同意について 

 日程第２３ 議案第２２号 熊野町教育委員会委員の任命の同意について 

 日程第２４ 議案第２３号 平成２９年度熊野町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第２５ 議案第２４号 平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第２号）について 

 日程第２６ 議案第２５号 平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）について 

 日程第２７ 議案第２６号 平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第２８ 議案第２７号 平成２９年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について 

 日程第２９ 議案第２８号 平成２９年度熊野町上水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて 

 日程第３０ 議案第２９号 平成３０年度熊野町一般会計予算について 

 日程第３１ 議案第３０号 平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算につい

て 

 日程第３２ 議案第３１号 平成３０年度熊野町公共下水道事業特別会計予算について 

 日程第３３ 議案第３２号 平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第３４ 議案第３３号 平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算について 

 日程第３５ 議案第３４号 平成３０年度熊野町上水道事業会計予算について 

 日程第３６ 選挙第 １号 熊野町選挙管理委員及び補充員の選挙について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 ９時３０分） 

○議長（山吹） ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、昨日に

引き続き会議を再開します。 

  本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１、一般質問を行います。 
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  初めに、２番、竹爪議員の発言を許します。竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） おはようございます。２番、竹爪憲吾です。今回、私は、熊野町の空き

家の現状と対策について質問いたします。 

  他の市町村において、空き家の老朽化により近隣住民の安全を脅かすような被害が発

生するおそれがあるとの報道があります。例えば、老朽化によって家屋からの落下物が

道路や近隣の家へといった危険や、放置されている庭の草木が道路へ出て通行に邪魔に

なったなど、年々管理されていない空き家がふえていることでさまざまな危険や迷惑が

周辺に影響を及ぼしているようです。 

  我が熊野町においても、最近、道路に壁などが崩落して、近隣の住民の方が不安にな

って通報されるということもありました。また、住民の方々との意見交流会では、空き

家の茂った雑草が枯れていて、もし、たばこのポイ捨てでもあれば火災の危険があると

不安の声もありました。 

  このようなことから、今の空き家の現状を把握して、住民に危険が及ばないような対

策はとられているか伺いたいと思います。 

  まず、第１に、空き家の現状は把握できているか。件数、その所有者、またその空き

家の状態について。 

  ２番目に、空き家に対する周辺の苦情などはどのような状況か。 

  ３番目に、空き家に対する対策はどのように考えられていますか。 

  ３点の答弁を求めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 竹爪議員の熊野町の空き家の現状と対策についての御質問にお答えいた

します。 

  近年、全国で適正に管理されていない空き家がさまざまな問題を引き起こしているこ

とにかんがみ、平成２７年に、それに対する施策を推進するため、空家等対策の推進に

関する特別措置法が施行されました。これを受け、本町では空き家の実態を把握し、空

き家への対応を検討するため、関係各課の担当者による空家対策検討会を設け検討をし

てまいったところでございます。 
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  詳細につきましては、建設部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 竹爪議員の熊野町の空き家の現状と対策はの御質問に詳細にお答え

します。 

  まず、１点目の空き家の現状でございますが、平成２６年度に第１次調査として業務

委託により町内全体の住宅を対象に、空き家もしくは空き家と思われる住宅を抽出する

調査を実施しました。これに引き続き、平成２７年度に第２次調査といたしまして、職

員により抽出もれの有無の調査及び抽出した空き家の現地調査を行い、目視により空き

家の状態の確認を行いました。 

  この結果、町内の空き家数は３３０戸、このうち管理不足の空き家は１７１戸となっ

ています。管理不足の空き家のうち、外から見る限り、庭の植木や雑草が茂っているな

ど、建物自体に異常のない空き家が１３７戸で、建物に何らかの損傷がある空き家が３

０戸、損傷が著しい建物は４戸にとどまっています。 

  次に２点目、空き家に対する苦情でございますが、近隣からの庭木や草に対するもの

が、これまでに８件、建物の景観に関するものが２件ございました。いずれも所有者等

に対し、手紙等で連絡し対応をお願いしております。 

  なお、所有者については、空家等対策の推進に関する特別措置法により税情報を活用

し納税義務者を短期間で調査できることから、現在のところ把握しておりません。 

  最後に空き家対策についてですが、総務部、民生部、建設部で構成する空家対策検討

会でこれまで固定資産税の特例解除や空き家の活用方法など検討してまいりましたが、

本町では、まだ、空家が深刻な問題になっていないことから、現在のところは、空き家

を適正管理していただくよう啓発に努め、今後、状況を見ながら空家条例や活用策を盛

り込んだ空家対策計画の策定を検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） 今の答弁によると、平成２７年度の調査ということですが、私にとって
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は年々増加していると思われます。早急な次の調査が必要と思いますが、その予定はあ

りますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 空き家の実態というのは、日々変わっておるような状況でござ

います。本町では、平成２７年に調査を実施いたしまして、その後２年が経過しておる

ところでございます。その間、建築確認や除却届けというので加除はしてまいりました

けれども、十分ではございません。空き家のデータというのは、やっぱり最新のものを

持っておくのが一番重要だと考えております。 

  他の市町の状況を見ますと、３年から５年の間隔で委託によって見直しているようで

ございます。本町におきましても、２年後ぐらいを目途に再調査をしたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） できるため、早目の実施をお願いしたいと思います。 

  続いて、苦情に対してでございますが、手紙などで対応をお願いしたとありましたが、

その結果はどのように対応していただけたか把握していますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） これまでの空き家に対する苦情でございますけれども、先ほど

の答弁の中でもございましたように、合わせて１０件ほどございました。所有者、また

は納税義務者対しまして、適正な管理をお願いする手紙を出しているところでございま

すが、やっぱり庭木や草に対する苦情がほとんどでございますので、ほとんどの方に一

応対応はしていただいております。しかしながら、数件やっぱり対応していただけない

ケースがございますので、その方には今後も対応していただくようにお願いを続けてい

きたいと思っております。 
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  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） これからも、しっかり対応していただきたいと私は思っております。 

  そして、熊野町では深刻な問題にはなっていないとありますという発言があったんで

すが、これからはどんどん深刻になるんではないかなと私は思っております。 

  それで、空き家対策計画のことでございますが、策定を検討とありましたので、住宅

建築で子育て助成金が定住のために利用されているように、家屋を活用して、若い人た

ちに住んでいただくためのリフォームに助成金を設けるなどの対策も考えていただきた

いと思うのですが、そのような方向性についてどのように思われていますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 空き家対策でございますけれども、まず、建築物の所有者が不

良建築とならないように適切に管理していくことが重要で、相続や登記、それから敷地、

建物の適正管理をしていただくように啓発していくことが必要と考えております。 

  やむを得ず管理できない場合には、健全な建物であれば、売却、それから賃貸などの

活用、そうでないものは解体、除却というようなものを所有者みずから行っていただく

のが基本でございます。それを踏まえた上で、それをサポートする施策、例えば相談窓

口の設置とか空き家バンクの設置、それから活用に対する補助などが考えられると思い

ます。リフォームに対する補助もその一環と考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） もう少し発展させてお話させていただくと、空き家の調査に空き店舗は

含まれていないと思うのですが、平成２７年に商工会で調査をした空き店舗は中央地域

だけでも１４店舗、西部地域７店舗と聞いております。放置すると、空き店舗も年々老

朽化して、活用できなくなり危険も生じてくると思われます。 
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  例えば、こちらに対しては、リノベーションや当面の家賃に助成金を出す計画を立て

ていただき、町内外からの起業者を募集するなど、空き店舗を活用する対策を考えてい

ただけないかと思うのですが、どのような考えをお持ちでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西岡地域振興課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○地域振興課長（西岡） 熊野町におけます空き店舗の状況でございますが、平成２６年

商業統計調査によりますと、１５５店舗が商店数として挙がっております。平成９年の

２０２店舗に比べますと５０店舗近く減少しているという現状がございます。 

  店舗閉店後につきましては、そのまま空き店舗となるというケースも見受けられまし

て、商店街等での買い物が困難になっているという状況が伺えます。 

  高齢化が進む中、御近所で買い物をできるという環境は非常に大事なものであると考

えておりますので、商工会、地元商店街等の意向を伺いながら、今後、支援策につきま

しては、その必要性を検討してまいりたいと考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） 今まで答弁していただいたことも含めるんですが、さまざまな空き家対

策を計画をしていただきたいんですけど、これには予算が伴います。そういうことも踏

まえながら、早目の実施をお願いしたい。 

  昨日からいろんな団地でもお店がないということもありますけど、やはり、これ以上

各店舗が少なくなるのは、私たちにとっても随分さみしいような思いがあります。その

ためにも、そういうことを早目の実施をお願いして、私の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で竹爪議員の質問を終わります。 

  続いて、４番、諏訪本議員の発言を許します。諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） おはようございます。４番の諏訪本でございます。本日は、熊野町の

防災計画に関連して、二つの質問をお願いしたいというように思っております。 
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  私が、平成２５年度以降の５年間で、防災関係の一般質問数を数えましたところ１７

件ありました。いかに住民への安心安全ということが重要な課題であるかということを

改めて認識しました。 

  また、間もなく東日本の大震災から７年が経過する中で、私もボランティア活動の経

験などから、本日は被災者の声を生かした住民目線での質問をしたいというように思っ

ております。これまで多くの議員の方々が質問をされてこられました内容とは、できる

だけ異なる内容で質問したいというように思っております。 

  最初に、防災計画における避難所のあり方について質問をします。 

  このたび、二つ目の一時避難所、待避所という言い方もされておりますけども、間も

なくこれが完成しますけども、今後も設置を続けるのか。これは全協で聞いております

けども、この場でお聞きしたいというように思います。 

  それから、待避所を住民へ周知することや、その待避所の維持管理についてお聞きし

たいと。また、ハザードマップにある１３カ所の避難所と、それから一時待避所といい

ますか、一時避難所や自治会館、こういったところの区別、あるいは、その役割分担で

すね。こういったところをお尋ねしたいというように思っております。 

  二つ目の質問は、災害時の避難行動等の指揮命令系統について伺いたいと思います。 

  基本的には、町の災害対策本部の組織に基づいて町のほうは対応されるというように

思いますけども、災害直後の混乱した状況下でどのように対処し、どのように指揮する

かということは大事なことだろうと思っております。防災計画にもあります自主防災組

織の育成、指導について、また、それに関連する住民の郷土愛護、隣保協同の精神の涵

養について質問をしたいと思います。 

  以上、防災関係でございますけども、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 諏訪本議員の二つの御質問、防災計画における避難所のあり方について

と災害時の避難行動等の指揮系統についての御質問にお答えします。 

  まず、１番目の防災計画における避難所のあり方についてでございますが、今回設置

する熊野団地防災センターは、熊野団地地区都市再生整備計画事業において、地域の防

災活動やコミュニティの育成等を促進する施設として設置するもので、熊野団地地区に
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拠点を置く消防分団屯所の移転・充実、備蓄や災害等で被災された方の一時避難場所と

しての活用、また平常時のコミュニティ利用など、多様な利活用を図ることとし、本定

例会に、その条例案を提案させていただいているところでございます。整備後は、地域

の方々の福祉の向上、防災意識の向上等に資する活動にも利用していただくよう、周知

を図ってまいります。 

  なお、御質問の１３カ所の避難所に関しましては、収容可能人数や配置可能な職員数

などを踏まえて指定しており、今後、新設する予定はございません。 

  続いて、２番目の災害時の避難行動等の指揮系統についてでございますが、災害発生

等の緊急時に備え、町では、大規模災害発生時の初動体制、避難所の開設・運営、応急

対応等について、それぞれ地域防災計画に規定しております。また、災害時においては、

私を本部長とする災害対策本部を中心とした指揮命令系統の中で、その対応に当たるこ

ととなりますが、御指摘のように、大規模災害などの混乱する状況下において、被災の

影響を最小限に抑えるには、こうしたまち、あるいは消防などの公共機関による公助と

ともに、自身の身はみずから守る自助、そして隣保の相互の助け合いによる互助の果た

す役割が非常に重要だと考えております。このため、町では関係機関との連携を日ごろ

から密接に行うと同時に、自主防災組織への結成、育成等の積極支援に引き続き取り組

んでまいります。 

  詳細につきましては、総務部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 岩田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（岩田） 諏訪本議員の二つの御質問に詳細にお答えします。 

  まず、１番目の防災計画における避難所のあり方についてでございますが、今回、旧

西公民館駐車場跡地に設置をする熊野団地防災センターは、町長答弁にもございました

ように、地域の防災・コミュニティの促進を図り、住民福祉の向上及び良好な住環境の

実現に資することを目的に、熊野団地地区の都市機能の再生を目指す都市再生計画に位

置づけて設置する公の施設でございます。 

  施設の内容でございますが、消防屯所、備蓄倉庫を備えた新たな施設を整備し、この

地区に拠点を置く消防分団を移転することにより、地元消防団の機能充実と付近の住環

境の改善を図ります。 
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  運用面におきまして、簡易ではありますがトイレ、シャワー、炊事等の設備を有する

ことから、町内の指定避難所及び一時待避所とは異なる新たな機能として、町内で被災

により住居を失った方が一時的に滞在をする場合などに、有効活用していきたいと考え

ております。 

  緊急時以外の日常の集会室利用に関しましては、利用する方の手続の利便性を考慮し、

隣接のこども・夢プラザが一体的に運営をいたします。 

  御質問の施設の役割分担に関してでございますが、海上側地区の一時待避所は、これ

までも御説明しておりますとおり、隣近所で互いの安全を確保しようとする共助の取り

組みに対し建設支援を行ったものでございます。このことから、防災計画におきまして

は、地元自主防災組織が助け合い、指定避難所まで移動していただくまでの一時退避場

所と位置づけております。 

  また、各自治会に存する老人集会所、コミュニティセンター等に関してでございます

が、これらは地域が主体的に管理運営を行う施設として建設・運営されているものでご

ざいますので、現時点で、防災計画等へ災害時の役割・分担について規定することは考

えてございません。 

  続いて、２番目の災害時の避難行動等の指揮系統でございます。 

  大雨や洪水等の異常気象の場合、降雨量の状況により段階的に職員を増員する、自主

避難所は早目早目に開設するなど、限られた人員の中で段階的に準備を整えていくこと

としております。 

  災害時、さまざまな混乱が予測されますが、災害対策本部を中心とした指揮命令系統

のもと、避難所班、応急対策班等、今後も本部指示に即時に対応できるよう、それぞれ

の部署において訓練を行ってまいります。この一環としまして、平成３０年度は本町に

おきまして、広島県と合同で災害対応図上訓練を実施いたします。 

  次に、自主防災組織についてでございます。 

  現在、町内における自主防災組織の届け出は７団体、その組織率は３割程度にとどま

っております。町としましては、平成２７年度自主防災組織育成支援事業補助金制度を

創設し、自主防災組織の準備・設立への補助と活動に対する補助を行っております。こ

れまでに、二つの自主防災組織で準備・設立のための補助、一つの自主防災組織で活動

に対する補助の活用実績がございます。また、防災に特化するものではございませんが、

平成２８年度からは、地域の安心安全に資する自治会活動支援として、熊野町安全・安
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心まちづくり事業補助金を創設し、地域における共助活動へ支援を行っているところで

ございます。 

  大規模災害発生時には公助の限界もあり、自分自身が状況に合わせて適切な安全行動

をとる自助、地域が、あるいは隣近所が協力して避難行動や救助支援をする共助が、よ

り重要になってまいります。町としましては、引き続き、地域のこうした活動支援を継

続しながら、自主防災組織の立ち上げにつながるよう努めてまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 今のお話からすると、平成２７年度に完成した海上側地区の一時待避

所と今回できた熊野団地防災センターについて、後者のほうは、だから今回条例も制定

されることから、二つの避難所は管理運営面でも異なると、異質なものであるというよ

うに区別して考えてよいでしょうか。 

  また、先ほどから言っておりますけども、語句で、避難とか待避とかいう言葉が私も

含めてですが、ちょっと混在しておるような気がしております。ここら辺について、整

理をしたほうがいいんじゃないかと思っておりますが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） まず、熊野団地防災センターにつきましてですが、その機能の一

つとして、一時避難所を挙げております。災害により住居を失われた方が仮の住まいを

求められるまでの間の短期間の滞在を想定するものでございます。 

  議員御指摘のとおり、海上側地区防災集会所と、今回の熊野団地防災センターは、設

置の経緯、それから目的等が異なりますので、管理運営等も異なるものとなります。 

  また、一時避難所、それから一時待避場所等の文言でございますが、例えば、海上側

地区防災集会所におきましては、地域防災計画で指定をしております避難所まで遠いこ

とから、安全が確保でき、避難所へ行くことができるようになるまでの間、一時的に待

避できるところということから、一時待避所というような言い方をしております。 

  現在、町の地域防災計画に海上側地区防災集会所の掲載、あるいは、各種の文言の整
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理などを含む、見直し作業を行っておりますけども、この作業におきまして、この文言

も整理してまいるよう考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 語句とか施設の名称ですよね。こういったものについては、きちっと

明確にしておかないと、緊急時やはり混乱をすると。これは熊本でも実際にあったよう

ですが、違う場所にものを持っていったりとかいうようなことも発生しております。だ

から、やはり名称をきちっと整理しておいて、それぞれがやっぱり初めて聞いてもある

程度認識できるようなことが必要ではないかというように思っております。 

  ほかにも避難所については指定がついたりとか、一般がついたり、あるいは自主がつ

いたり、いろんな言い方があります。先ほども言いましたけども、待避と避難と、こう

いったような言葉も使っておりますので、やはりこれは今度の防災計画の段階できちっ

と整理をお願いしたいというように思います。先ほどの海上側地区の防災集会所につい

ても同様でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

  海上側地区の一時避難所についてですが、以前の私の質問で、平成２７年６月だった

と思いますけども、そのときに、位置づけについては、今後明確にしていくという答弁

をいただいております。これもあわせて、次の防災計画までに整備をしていただきたい

というように思いますが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 地域防災計画につきましては、現在見直し作業を進めております

が、修正等を施す箇所が広範囲にわたるものとなっております。整理しているところで

ございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○４番（諏訪本） 海上側地区の一時待避所のことですけども、使用状況であるとか、こ

の施設の維持管理費といいますか、あるいは、何世帯でこれを対応しておられるのか。

また、自主防災組織ですね。こういったものができとるかどうか、ちょっと確認したい

と思いますが、いかがでしょう。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） まず、海上側地区防災集会所についてでございますが、新宮区海

上側自主防災会で管理をされておられます。それで、本年度の利用状況を伺いましたと

ころ、自主防災会の会議、それから訓練等で約２０回程度利用されているというような

ことでございました。 

  また、維持管理につきましては、光熱水費で毎月２,０００円余り、それから、その

ほかで土地の使用料など負担されているというふうに伺っております。 

  それと、自主防災会の参加世帯数についてでございますが、設立当初の段階で４３世

帯で届け出をいただいております。これに対しまして、今回、この熊野団地防災センタ

ーにつきましては、町が維持管理経費を負担するものとなっております。 

  また、自主防災組織の設立状況ということでございますが、近年では、平成２６年か

ら平成２８年、この３年間ですけども、毎年１団体ずつ設立がされております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 引き続き、よろしくお願いしたいと思いますが、やはり、だから結局

集会所と同じようなところへ一時避難という機能をくっつけた施設であるというように

私は解釈しておりますけども、いろんな面で負担等もあるかと思いますが、私は、もう

つくった以上は、きちっとやっぱりいろんな面で有効利用してもらいたいというように

思っております。 

  そこの中で、私は前もちょっと申し上げたんですけども、案内看板ですよね。やはり、

きょうの話からすると、ある程度地域に限定された施設ではあるという話ですけども、

私は、やはり限定的ではなしに、できるだけそういった施設があるよということは、多
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くの人に知らせるべきではないかなというふうに思っております。 

  我々だって、どこで被災するかわかりません。特に、地震等に関しては前ぶれなしに

起こってまいります。昨日も新燃岳ですかね。火山が噴火したりしておりますけども、

前ぶれがありません。そういったときに、やはり、私らも例えば広島におるかもわから

ん。呉におるかもわからん。あるいは東京でそういう地震に遭うかもわからんと、そう

いったことを考えたら、やはり、その都度、我々ができるだけ安全な場所へ避難できる

というためには、地理も不安な中で、やはりそういったものがぱっと見えるようにして

おくということは大事なんじゃないかなというように思っております。 

  一つ、最初の質問の答えをいただいていないんですけども、このたびの防災センター

ですよね。二つ目ができたと。この後もつくるのかつくらないのかということの質問を

一番最初にしとったんですけども、これがちょっとまだお答えをいただいていないよう

なんですが。先ほど言いましたように、全協のところである程度の答えをいただいたん

ですけども、再度ちょっとお願いしたいというように思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 今回のような熊野団地に設置しますような防災センターにつきま

しては、今後つくる予定は今のところ持っておりません。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 先ほど言いました案内看板のことですけども、これについてはどのよ

うにされるのか、お願いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 海上側地区防災集会所でございますけども、今現在は、自主防災

会のほうで管理されておられますが、やはり緊急時の利用、一般の方の一時緊急的な利

用について、これを制限するものではないというふうに思っております。 
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  したがいまして看板ということでございますが、当該防災所の案内看板につきまして

は、地元自主防災会におきまして、今設置していただく方向で場所等を検討いただいて

いるような状況でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ありがとうございます。 

  町の指定の１３カ所の避難所についても、住民の皆さんへハザードマップなどでしっ

かりと周知を図っていただきたいというように思っております。 

  現在、町の皆さんが、この１３カ所の避難所をどれだけ御存じなのかなという、ちょ

っと私も不安な気持ちでおります。熊本の地震のところを調べてみますと、実際に指定

の避難所を知っていた人は６割ぐらいだというように聞いております。実際にその指定

避難所へ避難をした人は３４％だと。そのうち、そこへは行っとるけども、車中におっ

たという人は１３％である。だから、地震ですから、建物の中が怖いから、中に入らな

いで指定の避難所へは行っとるけども、車中で過ごしたという人は１３％ぐらいである

というようなことを聞いております。 

  ちょっとまた質問のほうへかえりますけども、本日の部長の説明の中で、自治会館は、

現時点で防災計画等へ災害時の役割分担について規定することは考えておりませんとい

うお答えをいただきました。したがって、繰り返しますけども、町は、指定の１３カ所

の避難場所への周知や管理を行うというように受けとめてよろしいでしょうか。だから、

町はそこまでのところについて、防災、あるいは避難の計画というか、施行をするとい

うことの確認をしておきたいと思います。 

  しかし、私は、とっさの場合、いろんなケースが考えられると思うんですけども、と

っさの場合、やはり極端なことを言いますと、自治会館であるとか、すぐ近くの集会所

であるとか、こういったことを一時避難所として取り扱うことがあるんではないかなと

思っております。その答えはなかなか難しいんですけども、基本的には、私は住民への

周知であるとか、管理運営については、自治会長さんが当面されるのかなというように

思っておりますが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） まず、１３カ所の避難所でございますけども、議員御指摘のとお

り、町では地域防災計画で指定をしております１３カ所の施設について、周知、あるい

は避難所開設時の運営管理を行ってまいるものとなります。 

  また、自治会館等のことですけども、予期できない大規模な地震のように、緊急に安

全確保が必要となった場合には、例えば大型店舗の駐車場、あるいは集会所なども入る

と思います。そういった駐車場、それから公園、広場、空き地等々、まず近くで危険が

回避できる場所などもあらかじめ家族の方とお話し合いいただいて、決めておいていた

だくのが重要でないかというふうには思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） いろんな質問をさせてもらって、いろんな勉強させてもらっておりま

すけども、二つのだからしたがって、二つの一時避難所、待避所ですよね。この違いは

ある程度私も理解したんですけども、この二つの待避所と、それから自治会館、あるい

は集会所、これとの区別をやはりきちっと明確にしとく必要があるのではないのではな

いかなというように思っておりますけども、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 施設の相違ということでございますが、今回設置いたします熊野

団地防災センターは、管理は町で、それから、海上側地区防災集会所、それから、各地

区にございます自治会館等につきましては、それぞれ自主防災会、あるいは各自治会で

管理されるものでございます。管理主体が異なるものとなります。 

  さきの二つの施設につきましては、これは地域防災計画のほうへ位置づけをする施設

というふうになってまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 二つの施設については、防災計画のほうへ記載してもらうということ

で、より明確になってくると思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

  もう一つ、この施設関係についてお尋ねしますと、いろんなケースが考えられますけ

ども、例えば、学校が避難所になっとる場合、時間帯にもよりますけども、例えば、私

自身も経験があったんですけども、第一小学校でベルが鳴っておるということを地域の

方から聞いて対応したことがあるんですが、門が閉まっとって、あるいは、警備会社も

来ていない、そういうような状況に遭遇したことがあります。そのときは電話をしてう

まいこといったんですけども、やはり校門は誰があけるんか、あるいは、学校であれば、

警備会社、警備が入っておりますから、セキュリティカードは誰が解除するんか、その

建物のかぎですね。こういった管理は誰がしとるのかというようなことが気になってお

ります。 

  町の職員が対応するにしましても、先に住民が押し寄せることだってあるかもわから

んし、さらに意地悪なことを言いますと、町の職員そのものが被災をして動けなくなる

ことだってあるかもわからん。そういったようなことまでちょっと考えておりますけど

も、そういったことについてはいかがでしょうか。余り答えはちょっと答えにくいかと

思いますが、よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） まず、学校の開け閉めということになりますが、現在、地域防災

計画で指定おります避難所につきましては、いずれの施設におきましても、セキュリテ

ィ、あるいは施錠の開錠などにつきまして、開設の対応は町の職員が行います。 

  開設に当たりましては、例えば大雨等の場合につきましては、気象予報や雨量のデー

タ等によりまして、状況を把握することができますので、自主避難所の開設から、例え

ば町内放送、それから開設準備の整った施設から町のホームページの掲載、また県への

報告を通じまして、県防災のホームページやマスコミへの情報提供により、避難所開設

を周知するなど、早目の対応を行うよう心がけてまいります。 

  しかしながら、議員御指摘のように、地震等を予期できない災害で、後手に回る場合
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があろうかと思います。マニュアルの整備や訓練を重ねる等によりまして、少しでも早

く対応できるように努めてまいりたいというふうに考えます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ありがとうございます。 

  いろいろといろんなケースで、先ほどから出ておりますけども、やはり共助というこ

とが、やっぱりお互いの心構えといいますか、これは最後に話をしたいと思います。 

  熊本地震等を見ても、本当に想像をはるかに超える災害が発生しております。以前の

防災にかかわる質問を見ておりますと、町長が空振りは許されても、見逃しは許されな

いと、私これ感動したんですが、名文句ですよね。カープの選手やら、あるいは野球す

る少年にも教えてやりたい言葉だなというように思いました。 

  そういう中で、先ほど言いましたけども、災害時、我々個人がしっかりとした考え方

やら行動ができるように、平素から訓練等々しておくことが大事なんじゃないかなと、

あるいは、究極の課題ではないかなというように思っております。 

  先ほど冒頭に言いましたように、間もなく東日本の大震災から７年が経過しますけど

も、先日も被災した大川小学校のことがニュースで流れていました。多分生き残った生

徒だと思いますが、２９人ぐらいで、学校がもう閉校するというニュースがありました

けども、このことでちょっとお話しておきますと、このとき１０４人の生徒がいて、７

８人の生徒が亡くなっております。この大川小学校というのは、海岸から５キロぐらい

離れておる学校なんですね。そうすると、当時の県の想定では、津波は３キロまでだと

いうことで、大川小学校そのものが避難所になっとったと。したがって、ここには地域

の被災者がどんどんどんどん避難して来られたというところでございます。 

  そういう中で、学校のほうは、ちょうど校長も不在で指揮系統がぐらぐらしておった

というような状況で、これは研修センターで我々議員の研修で聞いた話ですけども、結

局、先にそういう地域住民の方が裏山へ逃げられて、その後、小学生はどっちへ逃げる

かというところで、結局海岸側の丘のほうへ向かって行ったんですね。したがって、海

岸側へ向かっていくときに前から津波が押し寄せてきたと。前の生徒、先生が多く亡く

なり、後ろのほうにおった生徒は反転というんですか、引き返して裏山へ逃げて少数で
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はあるけども、助かったというようなことを聞きました。また、私も調べました。 

  やはり、そういう中で、私は、そういう指揮命令系統というんですか、こういったこ

と、これはやっぱり判断を間違ったらいけないんですけども、やはり、いろんなこうい

う災害時に関しては、そういう命令系統が大事だというように思っております。 

  熊野町のことを考えますと、やはり地震等は非常に心配をされますけども、避難所が

避難所でなくなる可能性もあります。そういったことも想定をしなきゃならんけども、

しかし、実際はなかなかそのときの対応というのは難しいと思っております。 

  きょうの町長の説明にもありましたが、災害時の町の防災計画については、一応、先

ほど言いました避難所までですね。ここまでに関しては、きちっと町のほうで対応され

ると思いますが、災害現場ですよね。もう被災の現場での災害直後の避難住民への指揮

命令系統ということについてはどのようになるかと、どのようにされるかと、これもち

ょっと難しい、意地悪な質問ですけども、お尋ねしたいというように思いますが、いか

がでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） まず、避難所の開設当初におきましては、先ほど申し上げました

けども、町の職員がそこへ携わっております。その場における住民等への対応につきま

しては、基本的には当該現場の職員が対応することということになろうかと思いますが、

何らかの判断を要するような場合、例えば、学校が避難所であれば、校長、また公民館

であれば館長、これらが避難所を開設時の責任者となりますので、必要に応じまして、

町長を本部長といたします本部へ確認をしながら対応するというふうなことになろうか

と思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） やはり、いろんな敏速な、的確な判断を求められるというようなこと

があるかと思いますが、場合によっては、今本部と言われましたけども、本部のほうと

も連絡もできずに、判断しなきゃいけないというようなことを思っております。 
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  東日本大震災の教訓の中で、やはり日ごろやっていることしかできない。日ごろやっ

ていないことは失敗するというような教訓もありました。そういう面で私はやはりマニ

ュアルというようなものができるだけ必要だと、大切だというように思っております。

町やら学校、社会施設等でマニュアル等があれば、その概要を教えてもらいたいという

ように思いますが、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） マニュアルということでございますけども、先ほど申しましたセ

キュリティや施錠の開錠につきましては、各施設ごとにマニュアルを作成してございま

す。また、避難所を運営するに当たりまして、全体的な内容でマニュアルが作成してご

ざいます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） マニュアルといいますか、そういった基本どおりに全て対応できると

思いませんけども、やはり、そういった訓練やら研修ということも必要だろうと思って

おります。 

  ちょっと質問を変えまして、防災計画の中で、自主防災組織の育成、あるいは指導と

いうことに随分力点を置かれて書いてありますけども、これ先ほども海上側待避所です

か、ここらあたりも自主防災組織が立ち上がっとるというような話を聞きましたけども、

今町内では７施設、３割程度という話がありましたけども、どのように立ち上げて、町

としてどのように指導されておられるのか、お尋ねしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 自主防災組織の立ち上げに当たりましては、まず、地域の盛り上

がりが必要であるというふうに考えます。その設立の単位でございますが、既存の自主

防災組織におきましては、自治会を単位とするところがございましたり、地域の集落を
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単位とするところがあるなど、特に単位を限ったものではございませんが、地域防災計

画におきましては、既存のコミュニティである自治会等を活用するとしていることなど

から、まずは自治会の会合等通しまして、必要性、あるいは手続等を説明いたしまして、

理解を求めたいというふうに考えます。 

  また、設立やその後の育成、指導につきましては、町が積極的に関与するとともに、

広島県が実施しております、例えば自主防災アドバイサーの派遣、そういった事業など

を活用いたしまして、活動の活性化、またその後の継続のほう図ってまいりたいという

ふうに考えます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） ぜひとも、こういった自主防災組織というのは大切なことだと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  防災計画の中の自主防災組織を育成する上でも大切なことだと思いますけども、防災

計画の中で、町のほうの基本的な考え方として、町は地域内の災害に対して、第一時的

な責務を有し、住民の郷土愛護、隣保協同の精神を基調として、途中切りますけども、

対処するという考え方を示しておられます。私は、この住民の郷土愛護、それから隣保

協同の精神というのは、大変大切なことだろうと思っております。先ほど言いましたよ

うに、繰り返しになりますが、自主防災組織を育成する上でも大変重要なことだと思っ

ております。 

  先ほど質問しました避難の関係についても、災害時についても、最も重要なことだと

思っておりますけども、この住民の郷土愛護、隣保協同の精神を涵養するということに

関して、町のほうはどのように考えておられるのかお聞きしたいというように思います

が、いかがでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 確かに、自主防災組織という形の中で、地域の中でそれぞれ地域愛を

持ってやっていかなければならないというところは当然の話でございます。ただ、なか
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なか防災という話の中で、今までも自治防災組織をつくりましょうよと言ってきまして

もう２０年以上、３０年近くたっております。最初にできたのが、確かもう今から３０

年ぐらい前に、小さな自治会からつくっていただいたというのを記憶しておりますが、

現時点では、なかなかできていないのが現状で、先ほど、総務部長も答弁させていただ

き、議員のほうからも御指摘いただいたように、まだ７団体しかできておりません。こ

れを将来的にどうするかということでは今後の課題でもあろうかと思いますが、やはり

涵養な形の中で、ゆっくりという形も、これもまた問題があろうと思います。今からは、

従前とは違って大きな災害も各地で起こっておりますので、皆さんのほうに説得をして

いかなければいけない時期に入っていることだろうと思っています。 

  そうした中、現在やっている形から若干変えてきて、先ほども次長のほうが説明をさ

せていただいておりましたが、自治会の組織から若干落とした形の中でコミュニティ、

こちらのほうから手がけていく、または、団体がもう結成されているところ、例えば、

町内に各種の団体がございます。女性会さんもあり、老人会さんもあり、またその他い

ろんな形の組織がございます。そういった形の中の既に組織された団体のほうに声かけ

をするというのも一つの方策かとも思っています。いずれにしても、やはり公助という

のは、役場の職員全部集まっても１５０人、消防団を集めたところで、いろんな災害現

場にも出ておりますんで、皆さん方の自助、共助というのがどうしても必要な形になろ

うと思いますので、そういった形の中には力を入れて、今後そういった形の観点をもっ

て取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 以前、私は別件ですけども、要するに、子育連であるとか、あるいは

教育においては、家庭と地域と学校が一体となってというようなことを言ったりしてき

ましたけども、やはり、そういう心構え、考え方というのは、今非常に社会的には厳し

い状況にありますけども、やはりこの防災等にかかわっても、ぜひ重要なことだという

ふうに思っております。余り金がかからないといいますか、いろんな小さな取り組みか

ら、こういったものは育成していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思って

おります。 
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  ちょっとまとめのほうになりますけども、私自身、東日本大震災やら熊本地震のボラ

ンティア活動に参加して、被災者の話をいろいろと聞きました。そのときに、例えば熊

本あたりでは、災害直後には足がすくんで動けなくなってしまったと。先ほどの大川小

学校の問題でも、児童の中にはもう腰が抜けたといいますか、全く動けないような生徒

もたくさん出ております。やはり災害の恐怖とか、現場の混乱した状況の中で、本当、

想像を絶するような世界であったというような話を聞いております。 

  いろんな話の中から、災害直後は、特に初動の行動といいますか、最初のとるべき行

動が生死を分けるというような話も聞きました。先ほどから言っておりますように、本

当、今日的な社会の状況からすると、この郷土愛護であるとか、隣保協同の精神という

のは本当に受け入れが厳しい状況にありますけども、きょうの最初の町長の答弁にもあ

りましたが、隣保の相互の助け合いによる共助の考え方ですか。互助と共助がちょっと

混乱したところはありましたけども、これを基調にして、ぜひとも郷土愛護、隣保協同

の精神に満ちた熊野町ならではの地域連携といいますか、コミュニティの社会を形成し

ていただきたいというようなことを思っております。 

  以上で質問のほう終わらせていただきます。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で諏訪本議員の質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は１０時４５分といたします。 

（休憩 １０時２９分） 

（再開 １０時４５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

  １番、尺田議員の発言を許します。尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） １番、尺田でございます。通告に基づき、放課後児童クラブの事業拡充

について質問いたします。 

  町長の子育て支援、就労支援施策につきましては、子育て世代のニーズをしっかりく

み取っており、その成果と効果が出ていることにつきましては大いに評価しておるとこ

ろでございます。 
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  また、来年度より放課後児童クラブの対象学齢については、小学５年まで拡大され、

最終的には、小学６年まで拡大する計画となっており、さらなる利便性の向上を期待し

ておるところでございます。 

  さて、私は、平成２７年第６回熊野町議会定例会において、放課後児童クラブの入会

基準等について一般質問を行いましたが、その内容といたしましては、１点目が入会基

準を保育所事業と同等にすべく、求職者への入会基準の緩和ということでございました。 

  ２点目でございますが、入会基準に満たないものや、開設時間外での利用希望者へは、

ファミリーサポートセンター事業を勧奨しているということですので、放課後児童クラ

ブとの関連性、関係性について質問したところでございます。 

  最後に、３点目でございますが、こちらは開設時間延長についてでございました。当

時の執行部の答弁では、保育所事業と放課後児童クラブ事業は、ともに乳幼児期から学

童期に至る子供の健全育成と、働く保護者に対する重要な子育て支援策と考えており、

検討するとのことでしたが、その後どのように検討されたのか、今後の方向性など、関

連することについて、執行部に対し説明を求めます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 尺田議員の放課後児童クラブについての御質問にお答えいたします。 

  放課後児童クラブは、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生に対し、放課

後に適切な遊び場や生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業として実施しており

ます。 

  女性の就労の増加や少子化が進行する中、仕事と子育ての両立支援、児童の健全育成

対策など重要な役割を担っているものと考えております。 

  本町におきましては、現在、小学４年生までとしている対象学年を、平成３０年度か

ら小学校５年生までに拡大いたします。 

  詳細につきましては、民生部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 光本民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○民生部長（光本） 尺田議員の放課後児童クラブについての御質問に、詳細にお答えを

いたします。 

  まず、求職者への入会条件の緩和についてでございます。 

  保育所の入所基準と同様に、３カ月間の入会を認めることへの緩和であろうと考えて

おります。児童クラブの開設時間は、朝７時３０分から午後６時３０分までの保育所の

開設時間と異なり、放課後の午後２時３０分から午後６時までとしております。 

  求職者につきましては、一般的には、求職活動を行う時間帯が放課後の時間帯と重な

らない、求職活動を妨げないという考え方により、求職中の入会を認めてはおりません。 

  次に、ファミリーサポートセンター事業との関連性についてでございますが、その利

用状況を見ますと、児童クラブへの迎えに利用される件数ですが、平成２５年度が２

４％、平成２６年度が５％、平成２７年度が４２％、平成２８年度が６０％と、年度に

よって違っております。 

  開所時間の延長につきましては、今年度行いました対象学年の拡大に係るアンケート

調査の中で、利用希望時間の質問項目も設けました。結果は、全体の９３.４％の方が、

これまでどおり午後６時までとの回答でございましたので、次年度においては、現行の

午後６時までとしたところでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） それでは、まずは、求職者の取り扱いについて近隣市町の入会条件はど

のようになっているのか、お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 求職者の入会条件の各市町、それぞれ取り扱いがさま

ざま異なっております。近隣で言いますと、広島市は１週間のうち、おおむね４日以上、

午後５時ぐらいまで家庭にいないことを条件に申し立て書の提出を求め、審査されてい

るようです。また、坂町においては、月１５日以上の求職活動を行っているということ

を条件に申し立て書の提出を受けて、同じように審査されているようです。そのほか、
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府中町、海田町におきましては、熊野町と同様に求職活動による理由での利用は不可と

されております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ありがとうございます。 

  保育所事業と放課後児童クラブ事業は、就労と子育ての両立を支援する観点から、目

的は同様のものであると私は認識しております。したがって、入会基準は、求職者の入

所を認めている保育所事業と同様にすべきであると私は考えておるところでございます

が、先ほど、民生部長の答弁の中で、求職者については、一般的には求職活動を行う時

間帯が放課後の時間帯と重ならない、求職活動を妨げないという考え方により、求職中

の入会を認めてないということで、前回質問させていただいたときと同じ回答をいただ

いておりますが、しかしながら、求職活動については、会社訪問や面接等、午後からも

実施する場合も珍しくないために、その答弁については納得できておりません。 

  そこで、思うわけなんですが、入会基準を緩和することによって、定員以上に申し込

みがふえて、待機児童が出るおそれがあるから緩和できないのかなというふうに少し勘

ぐってしまうんですが、そのあたりはどのように思われておるでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 入会条件の緩和により、待機児童の発生があるか、あ

る懸念を持っておるかということでございますけれども、求職に限ってなんですが、求

職活動で児童クラブの利用ができないかというような問い合わせ自体、今年度１月に申

し込みを受け付けたんですけれども、２件ほどそういう問い合わせがございました。 

  あと、部長の答弁にもございましたように、利用のアンケートをとったときに、９３.

４％の方が午後６時までとの回答等もあり、時間延長、入会基準の緩和というところは

次年度においてはそのままいかせていただくというようなことでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） そういった現状に合ったというか、住民に対して納得ができる説明とい

いますか、理由づけができるような対応をとっていただけたらと思うんですが、何らか

の理由で急に失業してしまった場合、同時に児童クラブを退会しなければならない状況

で、生活と求職活動をするということは、時間的にも精神的にも負担のかかることでご

ざいます。ぜひ熊野町におきましても、坂町と同様に、住民の方が利用しやすいサービ

スの提供をお願いしたいと思っております。 

  続きまして、以前の質問におきまして、児童クラブの閉所後の午後６時以降及び求職

活動により家庭おいて適切な保護ができない場合は、ファミリーサポートセンター事業

を勧奨しておるという回答でしたので、児童クラブは月額３,０００円に対し、ファミ

リーサポートでは１時間当たりの利用で５００円の負担となり、収入のない求職中の方

に対し負担が大きくなることを勧めるのはいかがなものかと質問をしたところ、具体的

にそこまで踏み込んだ料金と求職との関係について、また、課題については検討したこ

とがございませんでしたという回答でございました。その後、そのことについて、当然

踏み込んだ検討がされておると思いますが、検討結果の報告をお願いしたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 議員御指摘のとおり、利用料金等を比べますと、児童

クラブで月額３,０００円、基準額ですが、ファミリーサポート１時間５００円という

ようになっております。その利用回数にもよろうかと思うんですけれども、やっぱりフ

ァミリーサポートセンターを活用すれば、少し割高にはなろうかと考えております。 

  ただ、住民のニーズといいますか、先ほども答弁させていただいたんですけれども、

アンケートをとった中で、大半の方が６時まででいいよというようなことでしたので、

そのままいかせていただいておるんですけれども、今後も住民のニーズ、次年度、子ど

も・子育て支援計画のニーズ調査等を実施したいと思います。その中に、児童クラブの

あり方全般について、アンケート項目のほうに入れて、全般的にそのニーズを把握しな

がら見直しをかけていきたいと、そのように考えております。 

  以上です。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ありがとうございます。 

  それでは、ファミリーサポートの費用負担の件でございますが、例えば、求職中の方

や児童クラブを利用している方の負担軽減のための措置とかいうものは考えられないで

しょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） ファミリーサポートセンター事業でございますが、住

民の方のボランティアということで、会員のほう募らせていただきまして、ボランティ

アをしようという趣旨に御賛同いただいとる方に登録をしていただいております。その

中で、一定の基準というか、報酬基準ということで１時間５００円ということを設けさ

せていただいております。その５００円について、割引とかっていうところは今のとこ

ろ考えておりません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） いろいろ予算的なこともありますが、弱い立場といいますか、そういっ

た方の立場に立って、そういったことも検討していただけたらと思っております。 

  先ほどより、開所時間の延長についてニーズ調査を行っておるとのことですが、調査

の対象は児童クラブの利用者のみと聞いております。現在の児童クラブは、午後６時ま

でに迎えに行ける雇用条件の整った方が利用しているのですから、その結果につきまし

ては、当然、午後６時まででよいという回答が大半を占めるのではなかろうかと思いま

すが、そのことについて、どう思われておるでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○子育て・健康推進課長（隼田） 今年度行ったニーズ調査につきましては、児童クラブ

の利用について、実際に利用されている方について、より対象学年を拡大すること、時

間延長に関すること、より正確な確実なというか、正確に近いというか、推計しますと

ころに、より確実なデータを求めるために、現に利用されている方についてを対象にし

て調査を行ったところです。 

  議員御指摘のように、実際にそういう基準での利用者に対するアンケートで、そうい

う答えしか返ってこないんじゃないかと、そういうこともあろうかと思います。このニ

ーズ調査につきましては、先ほども申しました次年度、平成３０年度に行います子ど

も・子育て支援計画のアンケート調査、そこに児童クラブのあり方全般について、また

改めて広くニーズ調査をさせていただきたいと、そのように考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 全体のニーズが把握できるような調査を期待しております。 

  次に、以前の質問の中で、町全体で約６割の方が町外で就労されておるということで、

町外から通勤するのに、子供を６時までに迎えに行くことは難しいのではないかという

ことでお話をさせていただいたんですが、開所時間の延長は考えてないのかということ

で質問をしたところ、子供の成長や支援員の確保などを勘案して、現在運営しておると

いう旨の答弁でございました。１時間延長するために支援員の人数でございますが、現

在より何名増員する必要があるのか。そのあたりをお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 現在、児童クラブを利用されている状況を見ますと、

５時半以降に児童クラブに在所する児童数、各児童クラブで１人から３人程度が５時以

降も在所しておるというような状況です。 

  そういうことを考えますと、時間延長したときに、利用者がどのぐらいふえるかとい

うところは、ちょっと見込んでないんですけれども、今の現状で言いますと、各児童ク

ラブ支援員２人体制でいけるのかなというふうに考えます。 
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  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ということは、例えば１時間延長したからといって、支援員の数をふや

す必要ないという認識でおってよろしいでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 人数的にはその体制でいけるであろうということでご

ざいます。 

  今回アンケートをとった中で、時間延長ということで、支援員のほうにも意向調査を

させていただいております。今６時までになっておりますけれども、延長した場合、７

時まで勤務ができるかというような意向調査をさせていただいております。その意向調

査の結果が、現在の支援員等の中で２名のみ、７時までならいいですよというような回

答を得ております。支援員の数でいけば、各児童クラブ２名なんですけれども、７時ま

で働いていただけるという支援員さんをまた募集しなければいけないかなというふうな

ことを考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 支援員の確保ということで、新たな支援員の確保が難しいという話は聞

いておりますし、それが、各全国的にも支援員というのがなかなか足りていないという

状況で、待機児童というのも発生してきておるという話を聞いておるところでございま

すが、現在と同じようなアプローチの仕方で支援員が集まるのかなというふうに思って

おります。 

  例えば、ＰＴＡ総会の中でファミリーサポートセンター事業ですかね。それの協力を

お願いする募集のお話をされたことがあるというふうに聞いておるんですけども、児童

クラブの支援員のお願いというか、そういったものは、例えばＰＴＡの総会とかああい



－141－ 

ったところでされておるのか、お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） ＰＴＡ総会等での支援員の募集等の声かけとかは、現

在のところしておりません。広報、ホームページ等で募集をかけたり、あと知り合いの

方ですね。支援員の知り合いの方で支援員の仕事がどういうような状況かわかるような

ことで声かけをさせていただいておるような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 今聞きましたのが、例えば、自分の子供を児童クラブに入れる形で指導

員になるという方につきましては、児童クラブの月３,０００円の部分については無償

化しますよとか、そういった新しいアプローチ方法もあるんではなかろうかなというふ

うに考えて、ちょっと一言質問させていただいたところなんですが、それはそれでよろ

しゅうございます。 

  次に、例えば開所時間を１時間延長した場合、事業費はどのぐらいほど増額となるの

か、お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） １時間開所時間を延長した場合、光熱水費等、さまざ

まな経費が増額することになろうかと思いますが、一番影響する経費、支援員等の報酬

だと考えられます。単純に報酬のみでとらえますと、全体で年間約２２０万円程度の増

額が見込まれます。そのうち、国庫、県費、子ども・子育て交付金が充当されることに

なりますので、町の単独というか、町の負担分は約７４万円程度となろうかと思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 済みません。新たに時間延長するといっても、指導員の数というのはふ

やす必要もないだろうし、国庫と県費と町費ということで、３分の１ずつの負担だと思

うんですが、１時間延長したら、年間１００万円ぐらいの予算で、こういった延長がで

きるのであれば、また延長のほうも具体的に検討していただけたらと思います。 

  続きまして、保育所における延長保育の利用者は全体の何割ほどになっておるのか、

お願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 平成２９年度で申しますと、現在４６５人の在園児が

ございますが、うち、３１人、約６.７％の方が定期的に夕方の延長保育を利用されて

いるような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） 続いて、次年度の申し込みにつきましては、既に締め切られていると思

いますが、現在、保育所に通う年長のうち、次年度、児童クラブに申し込んでいる方は

何名ほどいるのか、割合なり教えていただけたらと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 現在、町内の４保育所に通っておられる年長児でござ

いますが、現在９７名となっております。平成３０年度に児童クラブの利用の申し込み

をされた方については、そのうち７８名の方、約８０.４％の方が入会申し込みをされ

ているような状況です。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ２割ぐらいの方が児童クラブのほうに申し込まれていないということな

んでしょうけども、これは何でなんかなと思うんですよね。というのが、通常、就業形

態というか、ああいったものを変更しなければ、保育所に通っている大半の方について

は、そのまま児童クラブを利用するんではないのかなというふうに思っておるんですが、

保育所に通われている方の２割が児童クラブに入会していないというのは、入会基準な

り、そういった時間のものが合わないから入会できなかったのかなというふうに勘ぐっ

てしまっとるんですけども、この残り２割の方が児童クラブに入会していない理由とか、

そういったものをもし調査しているのではれば、教えていただきたいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） その残り２割の方について、なぜ児童クラブを利用し

ないんですかというようなアンケートというか、調査をしたことがないんで、ちょっと

理由のほうが明確にはわかりません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） わかりました。 

  それでは、保育所では午後７時まで預かってもらえるのに、小学校に入学すると午後

６時までとなる。延長保育の利用率と、児童クラブの利用率を単純に計算すると、５人

から６人の方は児童クラブの利用料よりは割高となるファミリーサポートを利用してお

るということですが、働き方を変えるか、何らかほかの方法を考えなくてはならないと

いうことになりますが、そのあたりについて、どのように思っておられるか、お願いい

たします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 隼田子育て・健康推進課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○子育て・健康推進課長（隼田） 開所時間の延長でありますとか、放課後児童クラブの
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事業の拡充につきましては、今回、議員から御提案がございましたことも含めまして、

今後も住民ニーズを的確に把握しながら、その都度、逐次見直しを図ってまいりたいと

思います。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） はい、ありがとうございます。 

  最後になりますが、町長、本町は交通事情、地理的条件により、近隣市町に比べ、子

育てと就業を両立させることにつきましては、不利な町だと私は思っております。それ

らをカバーするためにも、近隣市町より充実し、一歩進んだ施策をとり、安心して子育

てと就労ができる環境を整えることが必要ではなかろうかと思っております。特に、子

育て世代の定住促進なり、人口流出を防ぐということで、こういったものは大変有効な

ことではなかろうかと、私は考えておりますが、少子高齢化が進み、人口減少が予想さ

れる中、安定した税収と行政サービスの提供をするためにも、さらなる充実したものを

私は望んでおるところでございますが、町長はどのように思われておるでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 尺田議員御指摘のとおりだと思っております。おかげさまで、去年１年

間、１６人から１８人だったですかね。人口は転入がふえております。７割、８割の市

町村が減らしている中で、やはり大変うれしいことだと思っております。 

  この原因は、やはりいろいろありますけれども、住宅支援とか、あるいは教育の充実、

こういった背景があるんじゃないかと、地価が安いということもありますけれども。そ

ういったことも踏まえて、今後はやっぱり、広島に通勤される方、呉、東広島、多いと

思うので、それらの方々の流入を増加させるためにも、やはり尺田議員のきょうおっし

ゃられたことを検討してまいりたいと思っております。 

  ただ、放課後児童クラブにつきましては、平成３０年度、５年生までです。次の年度、

平成３１年度で６年生にします。まず、この体制を確立したいという思いが私にはあり

ます。その体制の確立と同時に検討はしてまいりますが、まずこういった平成３１年度
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までに、６年生まで受け入れられる体制、これをまず確立したいということを御理解願

いたいと思います。 

  きょういただいた意見は十分尊重させていただき、人口の増加につなげてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 尺田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１番（尺田） ありがとうございました、町長。前向きな検討のほど、よろしくお願い

いたします。 

  以上で質問を終わらせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、尺田議員の質問を終わります。 

  続いて、１４番、中原議員の発言を許します。中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） １４番、中原です。 

  私は、通告どおり、１点について、質問をいたします。 

  町の防災についてですが、学校の耐震工事とか防災倉庫とか、いろいろな防災対策を

されていることに評価をさせていただいております。しかし、災害は未然に防止するこ

とが大事だと、自分は考えていますし、また、皆さんも同じ考えだと思います。自分と

しては、地震等はいつやってくるかわからないし、大きさもわからないので、事前に何

かをするということは無理だとは思いますが、最近多くある大雨とか洪水とかは、ある

程度予知をしながら、事前に対処できるのではないかと思っています。 

  そこで質問ですが、現在の砂防堰堤の現状はいかがとなっているでしょうか。また、

今から計画されているそういう堰堤についてはあるでしょうか。お聞きをしたいと思っ

ております。 

  また、熊野町を流れる川、主に呉方面に流れる二河川と阿戸方面に流れる熊野川につ

いての河川のしゅんせつについて、お聞きしたいと思います。この堰堤とか河川につい

てのしゅんせつについては、県の所掌だとは思いますが、地元の我々が考えなくてはい

けないものではないかと思い、あえて質問をするところでございます。 
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  昭和２０年の枕崎台風での大雨や、昭和４２年の呉地方を襲った大雨では二河川が氾

濫し、現在建っている役場庁舎付近まで被害をこうむったと聞いています。また、萩原

の鶴ヶ沢地区では、少し大雨が降れば水につかるという現象が起きることも聞いていま

す。県は、災害が起きてからは何とかしてくれるでしょうが、町としては、事前に何か

をしなければいけないのではないかと思い、質問をするところでございます。回答をよ

ろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 町長の答弁を許します。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 中原議員の町の防災について、特に大雨時の洪水対策等についての御質

問にお答えいたします。 

  議員、御承知のとおり、近年、局地的集中豪雨、いわゆるゲリラ豪雨や異常な長雨に

よる河川の氾濫や山林の土砂崩れにより、全国各地で毎年のように災害が発生しており

ます。 

  幸いにも、本町におきましては、近年は大きな災害は発生しておりません。これは、

砂防堰堤や河川の護岸整備、土砂のしゅんせつの効果もあるのではないかと考えており

ます。 

  議員御質問のうち、砂防堰堤につきましては、県が施工するものでございますので、

今後も県に対して必要な整備を要望してまいります。 

  また、町管理の河川のしゅんせつにつきましては、河川が氾濫しないよう、危険な箇

所から実施してまいります。 

  詳細につきましては、建設部長に答弁をさせます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 中原議員の町の防災について、特に大雨時の洪水対策等についての

御質問に、詳細にお答えします。 

  まず、１番目の砂防堰堤の現状と今後の方針についてでございますが、現在、町内に

は土石流災害危険渓流が１１２渓流あり、河川を流れる土砂や流木をせきとめる砂防堰

堤２２基と、山林の山崩れを防ぐ治山堰堤１９基が整備されております。また、砂防堰
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堤の建設、維持管理につきましては広島県西部建設事務所が、治山堰堤につきましては

国及び広島県西部農林事務所が行っております。 

  今後の砂防堰堤の建設計画について、県にお聞きしたところ、平成３２年度までの５

カ年計画では、新宮地区の雲母川砂防堰堤が事業の実施箇所として位置づけられており、

現在事業中でございます。 

  次に、２番目の熊野川、二河川とその支流における河川のしゅんせつについてでござ

います。 

  まず、町内の河川の種類と数及び管理につきまして御説明しますと、河川法の適用を

受け県が管理を行う二級河川は、二河川、二河川支流の平谷川及び瀬野川水系の熊野川

の３河川で、河川法の適用外で熊野町が管理する普通河川が６５河川ございます。 

  議員御指摘のとおり、河川内に土砂がたまり、河川断面が阻害されている箇所が町内

には多く見受けられます。地元からも毎年要望がなされておりますので、県管理の河川

につきましては、河川管理に支障があるものから県に要望しまして、適宜対応をしてい

ただいておるところでございます。 

  町管理の河川のしゅんせつにつきましては、平成２６年度、２７年度に７カ所ずつ、

２８年度に５カ所、本年度も発注済みを合わせますと、現時点で５カ所を予定しており

ます。 

  次に、今後のしゅんせつ計画についてですが、県管理の河川について県にお聞きした

ところ、平成２８年度から３２年度までの５カ年計画では、熊野川の新宮地区松ケ丘団

地付近と平谷川の石神緑地付近を予定していると伺っております。 

  なお、県管理の河川につきましては、引き続き護岸改修、修繕などと合わせて要望を

していきたいと考えております。 

  次に、町管理の河川の今後のしゅんせつにつきましては、全てを実施するということ

が困難な状況でございますので、背後地に家屋があり、人命の危険性が高いものについ

ては早期のしゅんせつを実施し、それ以外の場所につきましては、内容を精査した上で

実施するように考えております。また、しゅんせつだけではなく、河川の護岸の整備も

必要不可欠なものですので、両方を適切に実施しながら河川の安全性を高めてまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） 回答ありがとうございます。 

  砂防堰堤の件ですが、これは県が所掌でやられるんですが、これをつくりますよとい

うのは、住民の要望でやるのか、それとも町が見てやってくれというのか、県が見て、

もう県がこうやりますといってやる、それは、どんなもんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 砂防堰堤の要望につきましては、まず第一に、やっぱり住民の要

望というのが出てくると思います。それを受けまして、町のほうから県のほうに要望を

伝えまして、先ほども申しました、町のほうで５カ年計画を立てますので、その中で実

施を検討していくというふうになっています。最終的には県のほうが施工するかどうか

を決めるというふうになっております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） 約２０年ほど前に、道上川の砂防堰堤が計画されていたと思うんです

が、それがいつの間にか消えておるというようなことがあったんですが、それはなぜか、

わかるかね。わからんかもわからんね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 道上川上流の砂防ダムというのが、平成１７年に当時の町長と議

長さんということで、県のほうに要望しておりましたけれども、地権者、権利者の同意

が得られないことから、施工がちょっと断念されたという経緯がございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 中原議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） じゃあ、危なくてもやめるものはやめるということになりますかね。

それか、地権者を説得してでもやるべきじゃなかったんかのと思うたりすることもある

んですが、そこらはどんなですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 当時のその状況が詳しくはわからないんですけれども、やっぱり

施工に当たっては関係者の同意というものがないと、工事に至らないということがござ

いましたので、今残っている資料から見ますと、やっぱり関係者が工事に施工されるの

に協力が得られなかったということから、県のほうでも断念したような経緯でございま

す。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） それはいいです。 

  河川のしゅんせつなんですが、河川のしゅんせつ、今、さっき言われたように、県の

所掌で、ほとんど今、押込のほうと、水源地の横と、阿戸の川やね、あそこらを今、し

ゅんせつしとると思うんです。水は、大きな水が出たときには下へ流れるけえ、下の門

が、下をきれいにしていかんにゃいかんのじゃが、今の道上川、二河川見ても、ところ

どころ斑点のようになって砂地が残ったり、きれいにしゅんせつ化されていないという

ところが見えるんですよね。そういうところのしゅんせつ計画を、県と話し合いながら

やっていくのか、住民の要望がきたからやるのか、どっち、町としてはどのように考え

ておられるんですかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 先ほども少し述べさせていただいたんですけれども、砂防堰堤の

ほうは５カ年計画というのもあるんですけれども、やっぱりしゅんせつのほう、河川の
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管理のほうについても、やっぱり５カ年計画というのを県のほうが立てております。そ

の中で計画的にしゅんせつをしていくと。県の河川のほうも数が多いものですから、全

てを同時というわけにはいかないので、５カ年計画の中で順次進めていくというふうに

なっております。 

  しゅんせつの計画に当たりましては、やはり町のほうから毎年のように要望をさせて

いただくんですけれども、県のほうも、予算の関係で全てを実施するに至らないという

状況もありますので、毎年のように要望は続けていくんですけれども、なかなか要所要

所、全てを取り除くということは、至っていない状況でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） いろいろ要望がある、要望があってやるんじゃなしにということなん

ですが、要は、順番に、下から順番にしゅんせつをやっていかにゃいけんのじゃないか

と思うんですよね。あの水が流れるところ。昔の川としてはあんまり変わってないんで

すよね。ところどころ、砂地がそのまま残ったところもあるし、そこらを順番にやって

いかんと、やっぱりいつかまた大雨が来たら流れ出るんじゃないかと思っているんです

よ。 

  町としても、そこらを時々は、川を見に行くというのか、そこらをされているんです

か。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 貞永建設部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部次長（貞永） 町内の河川の点検といいますか、見に行くという部分につきまし

ては、定期的に行くという作業はしておりませんけれども、やっぱり町内の道路とかい

うところも見てはおりますので、そういった現場に出た際に、河川のほうも見ていると

いう状況にございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 中原議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） いいです。いろいろ回答ありがとうございました。町として、県の仕

事じゃけいうてほっとくんじゃなしに、やっぱり順番に水管理というのか、町内にある

今の県河川ですか、ということは、やっぱり大雨、洪水がきたときには大変だろうと思

うんですよ。最近はもうずっとこの周辺も家がたくさん建っていますので、そこらをよ

く考えて、安全・安心なまちづくりのために頑張っていってもらいたいと思っておりま

す。 

  ありがとうございました。終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で、中原議員の質問を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより、日程第２、議案第１号、くまの・こども夢プラザの設置及び

管理等に関する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇町長（三村） 議案第１号、くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関する条例案

につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関する条例案につきましては、平成３０

年５月に開館予定のくまの・こども夢プラザの設置及び管理につきまして、条例により

必要な事項を定めるものでございます。 

  詳細につきましては、企画担当課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇企画担当課長（西川） 議案第１号、くまの・こども夢プラザの設置及び管理等に関す

る条例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  くまの・こども夢プラザは、本町における子育てサポート体制の充実、移住・定住の

促進または女性のキャリアアップ促進等を図ることにより、住民福祉の向上と住みたい

町としての魅力の向上に資するための拠点施設として、旧西公民館を改修し設置するも
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ので、地方自治法の規程により、条例により、その設置及び管理等について制定するも

のでございます。 

  具体的には、第１条において、目的及び設置を。第２条において、位置として旧西公

民間と同じ熊野町貴船９番１４号。第３条は子育て支援に関することなど、その事業を。

第４条は職員について。第５条、第６条においては、使用について。第７条においては、

入館制限について。第８条から第１０条においては、使用料について。第１１条以降に

おいては、目的外使用等の禁止、許可の取消し等、原状回復義務及び損害賠償義務など

の必要事項を定めております。 

  使用料については、１時間当たり研修室３００円、作業室２００円、ラウンジ５００

円と、町内施設との均衡を考慮した同等の額の設定としております。 

  宿泊における宿泊室使用料については、１人１泊、中学生以上３，０００円、中学生

未満２，０００円とし、旅館業の簡易宿所であるユースホステルの料金と同等の額の設

定としております。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 定住促進ということで、宿泊料金も設定されているんですけれども、当

然、定住促進ですので、家族のかたが体験宿泊されるということを想定されて料金設定

されてるんだと思うんですが、一般質問の中で、宿泊されるかたの対象者ですよね、芸

術系の大学生などといったような御答弁もございましたが、改めて宿泊される対象者の

かたはどのようなかたを想定されてらっしゃるのか、お伺いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇企画担当課長（西川） やはり全協とかでも回答させていただきましたように、学生と

か首都圏から来られるような移住体験とか、そういったかたを想定しておりまして、誰
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でも彼でもというようなことでの一般的にいう旅館みたいな形での、そういうかたが泊

まれるようなことは想定はしてません。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５番（沖田） それでは、例えば、大学生だけで泊まれるとか、高校生だけで泊まれると

かいったものではないということに関しては、規定をするべきじゃないのかなと思うん

ですが、いかがですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條企画担当部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇企画担当部長（宗條） 宿泊所における風紀の維持といったようなことも含めた御質問

だろうと思っております。そういった必要な事項につきましては、この条例の他に規則

等のほうで必要事項について、今後定めていくということになってまいりますので、そ

の規則等の制定において、ただいまいただきました御意見についても十分踏まえて、検

討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 最後のところの備考ですね、規則に定める開館時間というのがありま

すが、開館の時間は何時なのか、特にまた人を泊めるという宿泊を伴う場合、当直であ

るとか、そういったことまで考えなきゃならないんじゃないかなと思います。 

  実際、私らもこういろんな関係のことでこういうことに携わったことがありますけど

も、大変なんですよ。そこら辺のとこまで考えておられるのかどうか、ちょっとお聞き

したいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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〇企画担当課長（西川） 規定の時間としては９時から１７時としますけれども、宿泊に

おいては土日祝日も宿泊できることとして規定をする予定ではございます。 

  公民館のように宿直を配置してというお話がありましたが、宿直は一応置かない方向

で考えております。 

  管理をどうするかということになるかと思うんですけれども、各部屋に、宿泊所以外

の下の階とかというのは鍵がかかるようにしてます。考え方としては、バンガロー的に

考えて、そこには管理者はいないけれども、非常時においては管理棟である、考え方と

してですよ、管理棟というか役場のほうに電話を掛けていただいてというようなことで

の対応を考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 諏訪本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○４番（諏訪本） 役場もいいんですけど、だから夜間になれば、だからその建物の中に

は宿泊者しかいない状況になりますよね。その関係のところには出入りはできないとい

うことになると、先ほどもありましたが、ある程度宿泊者については限定をして、そう

いうある程度管理が、管理の協力まではしてもらえませんけども、ある程度そういう信

頼のおけるかたに使ってもらうということになりますかね。 

  それでいいんですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條企画担当部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇企画担当部長（宗條） おっしゃられるとおりだと思っております。 

  いわゆる民泊等につきましても、その宿泊する施設に常時その管理人がいる施設ばか

りとは限っておりませんので、それと同じように、この施設におきましても、その宿泊

者がいるときには常時職員が付いておるわけにいきませんので、一応役場の宿直と常に

連絡取れるような体制におく、そして必要に応じてはこの施設長のほうが緊急な対応が

取れるようにしたいと思っております。 

  利用者については、議員御指摘のように信頼のおけるかた、この施設の目的がまず定

住促進のための交流事業ということでありますので、この事業趣旨に添った利用目的を
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持って来られるかたを対象とするというものでございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１１番（藤本） これ一応条例になるわけですから、細かいことは書けないと思います。

であれば、今、いろいろと議員が質問してましたが、その質問を踏まえて使用目的の明

示であるとか利用規程。利用規程の中で、やはり細かく、厳しくじゃないんですけど、

細かくその利用者が理解できるような形のものをやはりこの条例の中じゃないところで、

ホームページの中でそういうものも説明しておいて、いざ御宿泊いただくといった場合

はその利用規程をお守りください。アルコール駄目よとか喫煙駄目よとかですね、そう

いうやはり、こういう公的なとこでの宿泊っていうのはそういう利用規程というのを必

ず出すと思うんですよ。この中でそんな細かいことは入れ込みは難しいと思いますので、

利用規程を先ほどからいろいろ出てるものを取り入れて、きっちりしたものをつくって

いただければ、私はそれでいけるんかなというふうに考えます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 宗條企画担当部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇企画担当部長（宗條） 御指摘いただきまして、ありがとうございました。 

  いろんなホテルに泊まりましても、必ず各部屋にはいろんな規程が備え付けておいて

あります。そういったものを整備いたしますと共に、例えば部屋に避難経路ですね、き

ちっと明示するであるとか、消火器の位置を明示するとか、そういったところも含めて、

オープンまでに準備を進めたいと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 料金なんですけども、私、先日、江ノ島のすぐ直前にゲストハウスとい

うとこへ泊まったんですが、２，５００円で本当にきれいないいとこでした。ここは３，
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０００円ということ、ちょっと定住促進とかいろんなことを考えれば、ちょっと高すぎ

るように思うんですが、そこらあたりのところは、もう考え直すということはできない

でしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○企画担当課長（西川） 宿泊料ということですけれども、参考にしたのがユースホステ

ル。この旅館業としてのこの宿泊所が簡易宿所という区分になります。４つでホテル業、

旅館業、簡易宿所業と下宿業という４つの中で簡易宿所の部類になりまして、そこはど

ういうものがあるかというと、ユースホステルがなります。その近隣の平均の料金を見

てみると、大体３，１００円から３，５００円ぐらいでして、そちらはお風呂があると。

この施設はお風呂はなくてシャワーになりますので、そこはちょっと安くさせていただ

いたという考えでの３，０００円ということにさせていただきました。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 立花議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○３番（立花） 補足というか、私も泊まりましたゲストハウスというのも風呂はなかっ

た、シャワーだったんですがね。それでも快適というか宿泊するだけでよかったんです

が、熊野町の取り組みとしてみれば、そのお金もうけというわけじゃないんで、そこら

あたりのことも少し考えていただければという思いで質問させていただきました。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 他にありませんか。 

  山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１２番（山野） 宿泊料金の話で、今いろんなところのホテル、ほとんど前払が多いん

ですよね。町内施設を利用する場合は後払というのがやっぱり節符で来ますけれども、

できたらこういうふうな宿泊の場合はそのとき限りというか、前払のような形でされた

ほうがいいんじゃないかというのがちょっと感じたところなんですけど。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西川企画担当課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇企画担当課長（西川） まず、旅館業なので、一応名簿を書いてもらう必要があったり

しますので、そのときに料金をいただくことは、前払でということでは考えております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 他にありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第１号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号については、原案のとおり可決されました。 

  暫時、休憩いたします。 

  再開は午後１時３０分といたします。 

（休憩 １１時５２分） 

（再開 １３時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  これより日程第３、議案第２号、熊野団地防災センターの設置及び管理等に関する条

例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２号、熊野団地防災センターの設置及び管理等に関する条例案に
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つきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野団地防災センターの設置及び管理等に関する条例案につきましては、平成３０年

３月末完成予定の熊野団地防災センターの設置及び管理につきまして、条例により、必

要な事項を定めるものでございます。 

  詳細につきましては、総務部次長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇総務部次長（西村） 議案第２号、熊野団地防災センターの設置及び管理等に関する条

例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  熊野団地防災センターは、地域の防災活動及びコミュニティの育成等を促進し、住民

福祉及び防災意識の向上に資するための拠点施設として、また熊野町消防団、第１０分

団の屯所機能を備え、災害時等には一時避難等が可能な施設として旧西公民館に隣接す

る駐車場跡地を整備し設置するもので、地方自治法の規程により、条例により、その設

置及び管理等について制定するものでございます。 

  具体的には、第１条においては、目的及び設置を。第２条において、位置として熊野

町貴船９番１号。第３条は職員について。第４条において、使用の範囲について。第５

条、６条においては、その使用について。第７条は許可の取消しについて。第８条から

第１０条においては、使用料について。第１１条以降においては、原状回復義務及び損

害賠償義務などの必要事項を定めております。 

  使用料については、１時間当たり２００円とし、他の町内施設との均衡を考慮した同

等の額を設定しております。 

  なお、熊野町消防団が訓練及び出動等の消防活動のために使用する際は使用料を減免

いたしますが、光熱水費等の必要経費については使用時間に応じて実費徴取いたします。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第４、議案第３号、西部ふれあい広場の設置及び管理に関

する条例案についてを議題としてます。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第３号、西部ふれあい広場の設置及び管理に関する条例案につきま

して、提案理由を御説明申し上げます。 

  西部ふれあい広場の設置及び管理に関する条例案につきましては、平成３０年４月に

供用を開始いたします。 

  西部ふれあい広場の設置及び管理につきまして、条例により、必要な事項を定めるも

のでございます。 

  詳細につきましては、都市整備課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 穂坂都市整備課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇都市整備課長（穂坂） それでは議案第３号、西部ふれあい広場の設置及び管理に関す

る条例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  西部ふれあい広場の設置及び管理に関する条例案につきましては、このたび、国の都
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市再生整備計画事業を活用し、整備いたしました西部ふれあい広場を町管理の広場とし

て管理する上で必要な事項を定め、広場の適正かつ円滑な運営を図ることを目的に制定

するものでございます。 

  本条例の構成でございますが、第１条におきましては、目的及び設置として、多目的

な活動の場として、町民の交流ふれあいの促進、健康促進を図る施設としての広場を設

置する旨の規程。第２条におきまして、広場の位置を神田２３番地とする旨の規程を掲

げております。続いて、第３条から第５条におきましては、広場は広く町民に開放する

こと。広場内での禁止行為、広場の利用の制限に係る規程を掲げております。また、第

６条におきまして、この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める旨を規程し、

附則では施行期日を供用開始日である平成３０年４月１日とするものでございます。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第３号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第５、議案第４号、熊野町指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準等を定める条例案についてを議題とします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第４号、熊野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例案につ

きましては、地域における医療及び介護の総合な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律第６条の施行に伴い、介護保険法の一部が改正され、指定居宅介護支援

等に従事する人員等に係る基準及び運営に関する基準などについて、条例で制定する必

要があるものでございます。 

  詳細につきましては、高齢者支援課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） それでは、議案第４号、熊野町指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  資料１をごらんください。１の趣旨ですが、地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備などに関する法律第６条の規程により、介護保険法

第７９条第２項が改正され、指定居宅介護支援事業者の指定について、その指定権限が

都道府県知事から市町村長に移管されることに伴い、町で条例を定める必要が生じまし

た。 

  ２の事業所の役割ですが、指定居宅介護支援事業所は要介護の認定をお持ちのかたの

居宅サービス計画を作成する事業所で、そのサービス計画は介護支援専門員の資格を有

する者が作成する必要がございます。 

  ３の指定対象事業所ですが、現在、町内には８つの居宅介護支援事業所があり、その

全てを町が指定することになります。 

  ４の指定有効期間にありますとおり、指定期間は介護保険法の規程に基づき、６年間

となりますが、現在、広島県が指定をしております有効期間の満了日までは、現在の指

定が有効となります。 

  次のページをお願いします。次の５、６の人員及び運営に関する基準につきましては、

これまで厚生労働奨励で定められた基準に基づき規程されている広島県条例で定められ
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た基準により支障なく運営されていることから、平成３０年１月１８日に公布された改

正厚生労働省令で定める基準に準じたものとなっております。 

  この条例の施行日は平成３０年４月１日とし、事業所に対し、この基準に従い、実地

指導を行うと共に６年ごとの指定更新を適正に行うなど、介護保険の適正な運営に努め

てまいります。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 県から町のほうに権限が委譲されたということなんですけれども、この

利用者のかたからの苦情の処理に関してなんですが、今までは県に権限がありましたの

で、町のほうから調査に行くっていうことはできなかったんですけれども、今後はでき

るということで、ここに明記してありますが、利用者からの苦情に関して、市町村また

は国保連合会が行う調査に協力し、指導に従って改善するとともに、市町村または国保

連合会に報告することとありますが、これは具体的には、町が調査に動いていただける

ということでよろしいのですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） 指定権限を全て町が持っておりますので、実地指導も今まで

県が行ってらっしゃったところに町が一緒に付いていったりしておりました。今度は町

が単独で実地指導等も行かなければいけませんし、利用者からの苦情等の受付、事業所

の中に入ってその苦情に対して対応するということも全て町となります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○５番（沖田） よろしくお願いいたします。町のほうに移ったことによって、町のほう

の業務負担というのはどんなもんなんでしょうか。体制として、今のままで大丈夫なん

でしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） 日々の業務というのはそんなにないと思います。一番大変な

のは指定更新のとき、６年に一度の更新が結構な書類を作成していただいて、それを審

査しなければいけないということがございますし、実地指導も現在町の指定権限持って

おります地域密着は６事業所ですので、毎年必ず１カ所行っておりましたけど、今後は

この居宅介護支援事業所が８つ下りてまいりますので、実地指導ですね、ちょっとスケ

ジュールを組んで、毎年全部を行くということは到底、今の職員体制では困難になると

思われますので、そのあたりは何年かに１遍ずつというふうにスケジュールを組みなが

ら行くようにはしております。 

  そのあたりのノウハウですね、やはり実地指導するノウハウがございますので、職員

も人事異動等で変わります。県の研修などにも今現在行かせておりますので、そのあた

りでしっかりそういうスキルをアップには努めたいと考えております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） よろしくお願いします。利用者のかたから苦情があった場合には、すぐ

に町のほうで対応していただけると考えてよろしいですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） 現在も指定権限は県がお持ちですけど、ケアマネジャーさん

に対する苦情といいますか、そういうことも結構町のほうに直接来ておりますので、今

後も引き続き町のほうで、必ず町のほうがしなければいけないこともありますし、わか

らないところは県のほうともいろいろ教えていただきながらということにはなると思い
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ますが、町のほうに申し出をしていただければいいと思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 他にありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第４号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第６、議案第５号、所得税法の一部改正に伴う関係条例の

整理に関する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第５号、所得税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案

につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  所得税法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案につきましては、平成３０

年１月１日付で所得税法の一部を改正するなどの法律が施行されたことに伴い、乳幼児

医療費支給条例等の関係する条例に所要の変更を行うものでございます。 

  主な改正といたしましては、配偶者控除に関して、控除対象配偶者から同一生計配偶

者に名称が変更されたことによる字句の修正でございます。 

  御審議の上、御承認賜りよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第５号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第７、議案第６号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第６号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

案につきましては、事業の終了、委員会設置要綱の廃止等により、現在、職を設置して

いない生活習慣病予防対策事業の推進に関する専門委員会委員、そして熊野町生活習慣

病予防対策事業推進協力委員、そして熊野町立学校結核対策委員会委員及び国際交流指

導員につきまして、本条例の別表から削除する改正を行うものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第６号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第８、議案第７号、熊野町手数料条例の一部を改正する条

例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第７号、熊野町手数料条例の一部を改正する条例案につきまして、

提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、地域における医療及び介

護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第６条の規程により、

介護保険法の一部が改正され、居宅介護支援事業所の指定権限が県から町へ移管される

ことに伴い、増加する事業所の指定事務について、これまで県において指定、更新手数

料を徴収されていることから、町が指定権限を持つその他の地域密着型サービス事業所

と併せて指定更新に係る手数料について徴収するため、町条例の一部を改正するもので

ございます。 

  詳細につきましては、高齢者支援課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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〇高齢者支援課長（加島） それでは議案第７号、熊野町手数料条例の一部を改正する条

例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  資料１５ページ、資料４をごらんください。まず、趣旨ですが、介護保険法で定める

町が指定権限を有する指定密着型介護予防サービス事業所、介護予防日常生活支援総合

事業の指定事業所及び平成３０年４月から県から指定権限が委譲される居宅介護支援事

業所の指定等に関する手数料を徴収するため、熊野町手数料条例の一部を改正するもの

でございます。 

  これまでの経緯といたしまして、平成１８年に介護保険法改正に伴い、原則、町内に

住所を有する人のみが利用することができる地域密着型サービスが創設され、町がその

事業所指定の権限を持つものとされました。 

  これ以降、町内には６カ所の地域密着型サービス事業所が誕生し、新規指定、６年に

一度の指定更新の事務を行ってまいりましたが、平成２７年の介護保険法の一部改正に

より、介護予防日常生活支援総合事業が開始され、新たに事業所指定の事務が必要とな

りました。 

  また、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律第６条の規程による介護保険法の一部改正に伴い、要介護認定者のサービ

ス計画を作成する介護支援専門員が属する居宅介護支援事業所の指定権限が平成３０年

４月１日から町へ移管されることとなりました。 

  以上のことから、町の指定事業所の数が大幅に増加し、申請受付の事務が大幅に増加

すること。また、これまで居宅介護支援事業所の指定事務を行っていた県において、申

請時に手数料を徴収してきたことから、町の指定事業所に対し、申請時に手数料を徴収

し、適正な受益者負担を求めるものでございます。 

  ３の対象事業所ですが、地域密着型サービス事業所が１７件、総合事業の指定事業所

が１９件、居宅介護事業所が８件となっております。 

  ４の手数料額ですが、広島県において、これまで徴収されてきた額をもとに算定した

ものでございます。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第７号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第９、議案第８号、重度心身障害者医療費支給条例及び熊

野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第８号、重度心身障害者医療費支給条例及び熊野町後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  重度心身障害者医療費支給条例及び熊野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例案につきましては、平成３０年４月１日付で持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、高齢者の医療の確保に関

する法律に住所地特例に関する規程が新設されることに伴い、関係する２つの条例に所

要な変更を行うものでございます。 

  詳細につきましては、住民課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 堀野住民課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇住民課長（堀野） 議案第８号、重度心身障害者医療費支給条例及び熊野町後期高齢者
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医療に関する条例の一部を改正する条例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  資料２１ページ、資料５をごらんください。初めに１の改正の趣旨でございますが、

平成３０年４月１日付けで持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等

の一部を改正する法律が施行され、高齢者の医療の確保に関する法律に住所地特例に関

する規程が設けられることに伴い、関係する２つの条例を改正するものでございます。 

  次に２の改正内容をごらんください。本来、国民健康保険、後期高齢者医療制度の資

格の適用は住所地で行うことを原則としておりますが、施設等に入所して住所が移った

被保険者については、住所地特例を設けて、前住所地の被保険者とすることとなってお

ります。 

  このたびの改正は、現在の国民健康保険法の規程により、県外の施設等に入所し、住

所地特例を受けている被保険者が年齢到達等で後期高齢者医療保険の被保険者となる場

合にも住所地特例が適用されるよう改正するもので、同じく重度心身障害者医療費の支

給対象につきましても同様の取り扱いをするものでございます。 

  資料の裏のページ、３の住所地特例のイメージ図をごらんください。こちらは住所地

特例の適用の改正を図で表したものとなっております。 

  なお、ここで１点修正をお願いいたします。ページの中ほど、後期高齢者医療保険の

現行の右側、Ｂ県Ｂ市の囲みの中が広域広域と表示されておりますけども、広域連合の

誤りでございます。申しわけございません。 

  最後に４の施行期日は、平成３０年４月１日とするものでございます。 

  なお、２つの条例とも、このたびの改正においては県内の住所地特例者の取り扱いに

ついて変更はございません。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 町内にこの重度心身障害者対象となるかたが何人ぐらいいらっしゃるの

かをお伺いいたします。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 時光民生部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇民生部次長（時光） ２９年度の実績、８月１日時点でございますが、６３９人いらっ

しゃいます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 他にありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第８号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１０、議案第９号、熊野町国民健康保険条例の一部を改

正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第９号、熊野町国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきま

して提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきましては、平成３０年４月１

日からの国民健康保険の広域化に伴う字句の改正及び老人福祉法による老人ホームに入

所されている者に対する国民健康保険の適用についての通知が廃止されたことに伴い、

これまで適用除外となっておりました養護老人ホームと特別養護老人ホームの入所者の
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うち、収入及び資産が一定の金額以下の者の取り扱いを適用することに改正するもので

ございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第９号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１１、議案第１０号、熊野町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１０号、熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案につ

きまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案につきましては、広島県が国保財

政の運営主体となり、持続可能な医療保険制度を構築するため、保険税率等の改定を行

うものでございます。 

  詳細につきましては、税務課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 立花税務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇税務課長（立花） それでは、熊野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の詳

細につきまして、御説明申し上げます。 

  今回の改正は国民健康保険税率等の改定に伴いまして、関係条文の改正を行うもので

ございます。 

  持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律が平

成２７年５月２７日に成立し、平成３０年度から広島県が財政運営の責任主体となり、

市町ごとに事業費納付金を算定し、標準保険料率の提示が行われ、その保険税必要額を

確保するための保険税率等を改定するものでございます。 

  お手元の資料７をごらんください。国民健康保険税は、２ 改正内容にありますとお

り、（１）の医療分と（２）の後期高齢者支援金分、（３）の介護分の３つの区分に分

かれ、それぞれ所得割、資産割、均等割、平等割の税率で計算し、それらの合計額を課

税額としております。 

  今回の改正内容は、（１）の医療分の所得割を５．３０％から６．４０％に、資産割

を９．００％であったものを廃止し、均等割を２万８，５００円から３万２００円に、

（２）の後期高齢者支援金分の所得割を１．６５％から１．７６％に、資産割を２．０

０％であったものを廃止し、そして４０歳以上６５歳未満の被保険者が対象となります

（３）の介護分につきましては、資産割を３．３０％であったものを廃止し、均等割を

１万１，０００円から１万円に、平等割を７，８００円から６，８００円にそれぞれ変

更させていただくものでございます。 

  表の中では全部で８カ所になりますが、その他の部分につきましては据え置きとさせ

ていただいております。 

  なお、この改正は平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度以後の年度分の国民

健康保険税に適用されます。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１０号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１０号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１２、議案第１１号、熊野町介護保険条例の一部を改正

する条例案についてを議題とします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１１号、熊野町介護保険条例の一部を改正する条例案につきまし

て、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町介護保険条例の一部を改正する条例案につきましては、改正内容としまして主

に３つございます。 

  まず、１点目は、第１号被保険者から納付していただく介護保険料の３年に一度の見

直しの時期であり、来年度から３年間の保険料額を定める必要があること。 

  ２点目としましては、刑事施設に収容されている者について、その収容期間において

保険給付が制限されることから、その者からの申請により、保険料を減免するものであ

ること。 

  ３点目としまして、介護保険料の一部改正に伴い、市町村の質問検査権の対象が拡大

されたことであります。 

  以上について、本条例に所定の改正を行うものでございます。 

  詳細につきましては、高齢者支援課長から説明をさせます。 
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  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） それでは、議案第１１号、熊野町介護保険条例の一部を改正

する条例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  資料３９ページ、資料８をごらんください。１点目の第７期介護保険料についてです

が、階層区分を現在の１０段階から１１段階に見直し、階層区分ごとの介護保険料を表

に示している額とするものです。 

  また、第７、第８、第９段階の御本人の所得状況について、その金額をそれぞれ国が

定める基準所得金額に変更しております。 

  保険料といたしましては、第５段階の基準額ベースで、年額６万８，３５５円で、第

６期と同額となります。 

  次のページをお願いいたします。２点目の介護保険料の減免についてですが、刑事施

設に収容された第１号被保険者の保険料を減免するものです。介護保険法第１４２条の

規程により、市町村は条例により特別の理由があるものについて、保険料を減免または

徴収を猶予することができるとされております。介護保険法第６３条の規程により、刑

事施設に収容されている間の介護については、介護給付は行わないとされており、公費

により賄うこととされております。また、国民健康保険税においては、刑事施設に収容

された者について保険税が減免されていることから、介護保険料についても同様に刑事

施設に収容された間の保険料について減免をするものです。 

  ３点目の市町村の質問検査権の拡大についてですが、質問検査権とは市町村が被保険

者の資格、保険給付等に関して必要があると認められるときに、被保険者に対し、文書、

その他の物件の提出等を命じ、質問することができるもので、これまでは第１号被保険

者の配偶者等に限られておりましたが、第２号被保険者のサービス利用の増加を踏まえ、

介護保険法の一部が改正されたものです。 

  この条例の施行日は平成３０年４月１日を施行日とし、介護保険の適正な運営に努め

てまいります。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１１号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１１号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） お諮りいたします。 

  これより日程第１３、議案第１２号、熊野町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について、日程第１４、議案

第１３号、熊野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例案についてを一括議題としたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、日程第１３、議案第１２号及び日程第１４、議案１３号を一括議題とするこ

とに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹）  これより日程第１３、議案第１２号、熊野町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案について、日

程第１４、議案第１３号、熊野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案についてを一括議題とします。 
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  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１２号、熊野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案及び議案第１３号、熊野町指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正す

る条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  議案第１２号及び議案第１３号につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する指針等の一部を改正する省令の交付に伴い、町条例の一部を改正

する必要があるものであります。 

  詳細につきましては、高齢者支援課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） それでは議案第１２号、熊野町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例案及び議案第１３号、

熊野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例案の詳細について、御説明申し上げます。 

  まず、議案第１２号について御説明いたします。資料４５ページ、資料９をお開きく

ださい。１の趣旨ですが、平成２５年３月に熊野町が指定権限を持っている地域密着型

サービスの人員や設備及び運営に関する基準条例を定め運用しておりましたが、このた

び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令が交付され、地域密着型サービスの人員や設備、運営に関する基準が見直されたため、

条例の一部を改正するものです。 

  ２、地域密着型サービスは原則、熊野町内に住所を有する要介護１から５の認定をお

持ちのかたのみが利用できるサービスのことをいい、現在、町内６事業所ございます。 

  ３、主な改正の内容ですが、まず１つ目の改正点といたしまして、共生型地域密着型

通所介護について、本条例に追加をしております。共生型地域密着型通所介護とは、高

齢者、障害児者などの多様な利用者に対し、同一の事業所で一体的にサービスを提供す

る利用定員が１８人以下の通所型サービスのことです。 
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  なお、現在、熊野町内にこの事業に該当する事業所はございません。 

  ２つ目の改正点として、共用型認知症通所介護の利用定員の変更についてです。共用

型認知症通所介護とは、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム、地域密

着型介護老人福祉施設及び地域密着型特定施設の居間、食堂または共同生活室において、

それらの施設の利用者などと共に行う認知症対応型通所介護のことです。 

  次のページをお願いいたします。ユニットケアを行う地域密着型介護老人福祉施設に

おいてサービスを提供する場合に、その利用定員数を一日当たり３人以下からワンユニ

ット当たりユニットの入居者と合わせて、一日当たり１２人以下に見直すものです。こ

ちらの事業についても、現在、町の指定事業所はございません。 

  ３つ目の改正点といたしまして、身体的拘束等の適正化です。認知症対応型共同生活

介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設において身体的拘束等の適正

化のための対策を検討する委員会を三月に１回以上開催し、その結果を介護職員等に周

知徹底を図ることなどについて義務付けるものです。 

  ４つ目の改正点として、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護の創設です。医療

ニーズの高い利用者の状況に応じたサービスを組み合わせることにより、多様な療養支

援を行うサービスですが、現在、町の指定事業所はございません。 

  次のページをお願いいたします。５つ目の改正点として、介護保険法の一部改正に伴

い、新たに長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学

的管理のもとにおける介護及び機能訓練、その他の必要な医療並びに日常生活上の世話

を行うことを目的とする介護医療員が創設されたことに伴い、条文へ追加するものです。 

  次に議案第１３号、熊野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。 

  資料７７ページ、資料１０をごらんください。こちらは熊野町に住所を有するかたの

うち、要支援１及び２の認定者が利用することのできるサービスに係る条例の一部改正

です。 

  こちらの条例につきましても、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等の一部を改正する省令が交付され、地域密着型サービスの人員や設備、運営

に関する基準が見直されたため、条例の一部を改正するものです。 

  改正の主な内容ですが、介護予防につきましても、共用型認知症対応型通所介護の利

用定員の見直し、介護予防認知症対応型共同生活介護における身体的拘束等の適正化が
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義務付けられたこと。介護医療院に関する記述が新たに加わったことに伴い、条文へ追

加するものです。 

  これらの条例の施行日は平成３０年４月１日とし、事業所に対し、この基準に従い、

指導監督を行い、地域密着型サービスの適正な運営に努めてまいります。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１２号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１２号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 続いて、議案第１３号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１５、議案第１４号、熊野町指定介護予防支援等の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。 



－179－ 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１４号、熊野町指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案

につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備、運営に関する基準等の一部

を改正する省令が交付され、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正され

たことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、高齢者支援課長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） それでは、議案第１４号、熊野町指定介護予防支援等の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例案の詳細につきまして、御説明申し上げます。 

  資料８５ページ、資料１１をごらんください。まず、１の趣旨ですが、指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の交付に伴

い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正するものです。 

  ２、この指定介護予防支援とは、地域包括支援センターが行う要支援１、２のかたの

介護予防サービス計画の作成や介護予防サービス事業所との調整などを行う支援業務の

こととなります。 

  ３の改正の内容ですが、まず、１点目といたしまして、障害福祉制度の相談支援専門

員との密接な連携として、障害福祉サービスを利用してきたかたが介護保険サービスを

利用される際の障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努める必要があること

を明確にしております。 
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  ２点目として、公正中立なケアマネージメントの確保として、利用者及びその家族に

対し、ケアプランに位置づける介護予防サービス事業所について、複数の事業所の紹介

を求めることが可能であることなどを説明することを義務付けております。 

  ３点目の医療と介護の連携の強化といたしまして、①介護予防支援の提供を開始する

際に利用者に対し、入院時に入院先の医療機関に対し、ケアマネジャーの氏名等を提供

するよう依頼すること。②といたしまして、利用者が医療サービスの利用を希望してい

る場合に、主治の医師などの意見を求めることとされておりますが、意見を求めた主治

の医師等に対し、ケアプランを交付すること。 

  次のページをお願いいたします。利用者の状態などについて、利用者の同意を得た上

で、主治の医師などに必要な情報伝達を行うことを義務付けたものでございます。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 先ほど、要介護１、２とおっしゃられたんですが、要支援の間違いでは

ないでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 加島高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇高齢者支援課長（加島） 大変申しわけございません。要支援１、２でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 他にありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１４号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１４号については、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

  再開は２時５０分といたします。 

（休憩 １４時３２分） 

（再開 １４時５０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  これより日程第１６、議案第１５号、熊野町地区計画の区域内における建築物の制限

に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１５、熊野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案

につきましては、建築基準法の改正及び熊野町地区計画の改正などに伴う所要の変更を

行うものでございます。 

  詳細につきましては、建設部技術次長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇建設部技術次長（林） それでは、議案第１５号、熊野町地区計画の区域内における建

築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案の詳細について御説明いたします。 

  お手元の資料、９３ページ、資料１２、新旧対照表をごらんください。改正点は４点

ございます。 
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  まず、１点目としまして、建築基準法が改正され、建ぺい率を全て漢字表記に表現が

改められたため、これに整合させるもので、条例第３条第１項第３号、第５条第２項、

第６条第１項第１号及び第８条を改正いたします。 

  ９５ページをごらんください。２点目として、都市計画で定めております出来庭２丁

目地区地区計画が、出来庭２丁目、３丁目地区地区計画に変更されたことに伴い、本条

例をこれに合わせるため、別表２の１を改正いたします。 

  １０１ページをごらんください。３点目として、建築基準法が改正され、引用してお

ります条文に項ずれが生じたことから、別表２の２を改正いたします。 

  最後に別表第２中、建築基準法施行令を令に表現を改めます。なお、改正建築基準法

の施行日及び地区計画の変更告示が４月１日であるため、条例の施行日もこれに合わせ

ます。 

  説明は以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１５号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１７、議案第１６号、熊野筆特別工業地区建築条例の一

部を改正する条例案についてを議題とします。 
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 提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１６号、熊野筆特別工業地区建築条例の一部を改正する条例案に

つきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野筆特別工業地区建築条例の一部を改正する条例案につきましては、平成３０年４

月に改正建築基準法が施行されることに伴い、引用しております条項にずれが生じたた

め、所要な変更を行うものでございます。 

  変更の内容といたしましては、建築基準法第４８条第８項の規程に新しく田園住居地

域が追加され、以降の条項にずれが生じたものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１６号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１６号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１８、議案第１７号、熊野町道路占用料に関する条例の

一部を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○町長（三村） 議案第１７号、熊野町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例案

につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、道路法施行

令の改正に伴い、国の道路占用料の単価及び占用面積等の端数処理方法が改正されたこ

とから、これとの整合性を図るため、所要の改正を行うものでございます。 

  詳細につきましては、建設部技術次長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇建設部技術次長（林） 熊野町道路占用料に関する条例の一部を改正する条例案の詳細

について御説明します。 

 資料の１０７ページ、資料１４、新旧対照表をごらんください。本条例が参酌しており

ます道路法施行令が道路占用料の算定基礎となる地価水準及び地価に対する賃料の水準

の変動を反映するため改正されました。これにより、本町に該当する国の占用料の単価

が見直されたことから、町条例の別表の改正いたします。 

  主な内容は電柱につきましてでございますが、第１種電柱１本につき、これまで年額

４３０円でしたが、改正後は４４０円に。第２種は６６０円を６８０円に。第３種は９

００円を９２０円に改正いたします。以下、表のとおりの改正となっております。 

  今回の改正では全体的には引き上げとなっていますが、１１０ページの中ほど、上空

または地下に設ける通路及び祭礼、縁日、その他の催しに際し一時的に設けるものなど、

一時的に占用するものについては引き下げとなっています。 

  最後に１１２ページ、備考の５、占用面積や表示面積の単位ですけども、端数処理方

法をこれまで１平方メートル単位であったものを０．０１平方メートル単位に改めます。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１７号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１７号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第１９、議案第１８号、都市公園法に基づく都市公園及び

公園施設の設置の基準を定める条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１８号、都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準

を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例の一部を改正す

る条例案につきましては、昨年６月に都市公園法及び同法施行令が一部改正され、これ

まで全国一律に１００分の５０以内と定められていた１つの都市公園内に設置する野球

場、サッカー場などの運動施設が占める面積割合について、地方公共団体が条例で定め

ることとされたため、経過措置期間である施行日から１年を超えない期間内において条

例を改正し、その割合を定めるものでございます。 

  改正の内容は、都市公園内の運動施設が占める面積割合の上限が国が示した参酌基準

と同じ１００分の５０とし、また関係条文の字句の整理を行うものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１８号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１８号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２０、議案第１９号、町道の路線認定についてを議題と

します。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１９号、町道の路線認定につきまして、提案理由を御説明申し上

げます。 

  町道の路線認定につきましては、団地８６号線の他、４路線を道路法の規程に基づき、

町道として路線認定を行うものでございます。 

  詳細につきましては、建設部技術次長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇建設部技術次長（林） 議案第１９号、町道の路線認定につきまして、お手元の資料１

１５ページからの資料１６により御説明いたします。 

  場所につきましては１１７ページに路線一覧図を、また各路線の詳細については１１

８ページ以降に位置図及び公図を添付しておりますので、御参照ください。 

  まず、１番の路線番号７１０、団地８６号線でございます。延長は８１．７メートル
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で幅員は６メートルから６．５メートルです。起点は東山５１番１８地先から終点が５

１番１１地先です。 

  次に２番、路線番号７１１、団地８７号線です。延長は８８．５メートルで幅員は６

メートルから６．５メートルです。起点は東山５６番２地先、終点が５４番８地先でご

ざいます。 

  続きまして、３番、路線番号７１２、木綿地２号線です。延長は６４．９メートル、

幅員が６メートルから６．５メートルで、起点は川角１丁目５４５番４地先、終点は５

４５番１０地先です。 

  これら３路線は都市計画法に基づく開発行為により施行された道路で、既に町で寄附

を受けているものでございます。 

  次に４番、路線番号７１３、牛神線でございます。延長は２６．５メートル、幅員が

５メートルから８メートルです。起点は萩原１丁目２４７６番３８地先、終点は２４７

６番３２地先です。こちらは建築基準法に基づく道路位置指定により施行された道路で、

既に町で寄附を受けております。 

  最後に５番、路線番号７１４、上深原２号線です。延長は２２２．５メートル、幅員

は４．１メートルから６．９メートルで、起点は字深原平２６８２番２１０地先、終点

は字東深原９８番１１地先でございます。こちらは熊野産業団地造成時に築造した調整

池や水道施設につながる道路で、今後町道として管理してまいります。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） ちょっと聞きたいんですが、今の資料１７のほうなんですが、これは

いいんですが、例えばこれが４軒で家が、家が４軒よね。じゃけ、どう言ったらいいん

かね。１０メーターもないぐらいのところでも寄附願いを出したら、町道に取ってくれ

るということになるんじゃろうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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〇議長（山吹） 沖田建設部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（沖田） 今現在、基本的には要は４区画ぐらいでするときによく行うのが敷

地延長という方法で、形態は道路なんですけれども、その住宅の敷地として道路に接地

しておるというような場合が結構あるんですけれども、そういった場合につきましては、

町のほうで寄附は受けておりません。あくまでも、現在においては道路位置指定という

許認可を受けて築造された道路については、町のほうで寄附を受けておるという状況で

ございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 中原議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１４番（中原） その場合、例えば４軒あって、何メーターかの道路が付いてやってま

すよね。そういう場合は、その敷地は４等分していうことになって、税金も４等分して

税金取るということになるの。道路式ではあるけどがいうことよの。今は道路使うてあ

ると。道路にしてあるの、分筆して。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） これは税金のほうは，あくまでも登記ということになりますんで，登

記をどういう形でされてるかということで案分等にも関わってくると思います。今の例

えば，持分として４軒が一緒に持ってらっしゃるということになってきますと，皆さん

に掛かってくるという話になると思います。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 他にありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１９号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１９号については、原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２１、議案第２０号、熊野町指定金融機関の指定につい

てを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２０号、熊野町指定金融機関の指定につきまして、提案理由を御

説明申し上げます。 

  本町の指定金融機関は、広島県信用組合と安芸農業協同組合の２つの金融機関による、

２年ごとの交代制としております。 

  今回、平成３０年度及び平成３１年度の２年間、安芸農業協同組合を指定させていた

だくよう求めるものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２０号について採決します。 
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  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２０号については、原案のとおり可決されました。 

（林教育長 退場） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２２、議案第２１号、熊野町教育委員会教育長の任命の

同意についてを議題とします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２１号、熊野町教育委員会教育長の任命の同意につきまして、提

案理由を御説明申し上げます。 

  熊野町教育委員会教育長の林保教育長の任期が平成３０年３月３１日をもって満了す

ることに伴い、教育長の再任について、議会の同意を求めるものでございます。 

  今回、再任の同意を求めます林保氏は、お手元にお配りしている履歴書にございます

とおり、平成２２年４月に教育委員会委員に選任後、現在まで教育長として教育、学術、

文化に対する幅広い識見をもって、熊野町の教育行政の中心で御尽力いただいていると

ころでございます。今後においても、熊野町が総合計画に掲げる心豊かで能力のある人

材の育成を実現するに当たり、不可欠な存在と考え、ここに任命同意を求めるものでご

ざいます。 

  御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 



－191－ 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２１号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２１号については、原案のとおり同意されました。 

（林教育長 入場） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２３、議案第２２号、熊野町教育委員会委員の任命の同

意についてを議題とします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２２号、熊野町教育委員会委員の任命の同意につきまして、提案

理由を御説明申し上げます。 

  熊野町教育委員会の友岡委員が平成３０年３月３１日付で辞職されることに伴い、新

たに委員を任命することにつきまして、議会の同意を求めるものでございます。 

  今回、任命の同意を求めます佛圓弘修氏は、教育、学術、文化に対する幅広い識見を

お持ちであり、今後の本町における教育行政の推進に当たり、教育委員会委員として適

任であると考え、任命しようとするものでございます。 

  御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

〇議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 



－192－ 

  これより議案第２２号について採決します。 

  本案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２２号については、原案のとおり同意されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２４、議案第２３号、平成２９年度熊野町一般会計補正

予算（第４号）についてを議題とします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２３号、平成２９年度熊野町一般会計補正予算（第４号）案につ

きましては、既定の歳入、歳出算出額にそれぞれ８，５７７万５，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を８４億３，３３７万円とするものでございます。 

  また、第２条で翌年度に繰り越して使用することができる繰越明許費について、また、

第３条で地方債の補正についてお願いするものでございます。 

  一般会計補正予算案の詳細につきましては、副町長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 内田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（内田） 平成２９年度熊野町一般会計補正予算（第４号）案の内容につきまし

て、御説明を申し上げます。 

  まず、歳入から御説明いたします。１２ページをお開きください。歳入につきまして

は、款ごとに主な増減を御説明いたします。 

  第１款 町税につきましては、３，２１９万８，０００円の増額としております。こ

の主な要因は第１項 町民税では個人町民税が所得等の増に伴い、９９７万８，０００

円の増額。法人町民税が所得割の増等に伴い、５４０万６，０００円の増額により、全

体で１，５３８万４，０００円の増額。第２項 固定資産税では償却資産や新築家屋の

増に伴い、２，１５０万２，０００円の増額。第４項 町たばこ税では７３７万円の減

額でございます。 
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  次の第３款 利子割交付金から第７款 自動車取得税交付金までにつきましては、県

からの配分見込額に応じて補正を行うものでございます。 

  続いて、１６ページの第１１款 分担金及び負担金は、老人ホーム入所者及び扶養義

務者費用徴収金の減に伴う社会福祉費負担金１６５万６，０００円の減額などにより、

２２４万４，０００円の減額でございます。 

  第１２款 使用料及び手数料は、第１項 使用料において総務使用料の行政財産目的

外使用料など２１１万２，０００円の減額。１８ページの第２項 手数料において、総

務手数料など３５万１，０００円の減額により、２４６万３，０００円の減額でござい

ます。 

  ２０ページをお願いしたいと思います。第１３款 国庫支出金につきましては、８６

９万５，０００円の増額としております。この主な要因は第１項 国庫負担金では、児

童手当の支給対象者の見込みなどによる児童福祉費負担金１，１５７万円の減額など、

全体で１，１６９万９，０００円の減額。第２項 国庫補助金では、事業費の見込みに

よる老人福祉費補助金７８４万８，０００円の減額。２２ページでは、道路橋梁費補助

金などの減に伴う社会資本整備総合交付金３，２５１万６，０００円の減額。国の補正

予算を受けて実施する事業に係る学校教育費補助金６，７０３万４，０００円の増額な

どにより、全体で２，０３７万９，０００円の増額でございます。 

  第１４款 県支出金につきましては、１，０３０万５，０００円の減額としておりま

す。この主な要因は２４ページをお願いします。第１項 県負担金では、私立幼稚園へ

の施設型給付費の見込みなどによる児童福祉費負担金５３６万６，０００円の減額など、

全体で３０７万５，０００円の減額。第２項 県補助金では、障害者自立支援等諸費県

費補助金などの減に伴う社会福祉費補助金１５４万３，０００円の減額。健康増進事業

費補助金の減に伴う保健衛生費補助金１２９万５，０００円の減額などにより、全体で

５５５万４，０００円の減額でございます。 

  ２８ページをお開きいただきたいと思います。第１５款 財産収入は、普通財産や里

道の売却による土地売払い収入など２０７万５，０００円の増額でございます。 

  第１６款 寄附金は、ふるさと納税の見込みにより、１５０万円の減額でございます。 

  第１７款 繰入金につきましては、２億８０２万４，０００円の減額としております。

この主な要因は、財政調整基金繰入金１億３，８９２万４，０００円の減額。事業費の

減に伴い、公共施設等整備基金繰入金５，１１０万円、筆の里づくり基金繰入金１，８
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００万円をそれぞれ減額するものでございます。 

  第１９款 諸収入につきましては３４ページの第５項、雑入において中学校給食の喫

食率の実績に伴う学校給食保護者負担金の減などにより、５５６万９，０００円の減額

でございます。 

  第２０款 町債につきましては、２億４，６６０万円の増額としております。内訳と

いたしましては、事業費の見込みに伴う公共事業等債２，３３０万円の減額。道路の補

修事業に係る公共施設等適正管理推進事業債５４０万円の増額。 

  ３６ページに移りまして、３６ページでは、国の補正予算を受けて実施する事業に係

る学校教育施設等整備事業債２億７９７０万円の増額。地方債区分の変更に伴う緊急防

災減災事業債、合わせて１億２２９０万円の増額でございます。 

  なお、これに伴い６ページ、前のほうへ戻っていただきます、６ページの第３表、地

方債補正において、地方債限度額を補正をしております。 

  次、また戻っていただくようになりますが、歳出について御説明をいたします。３８

ページをお開きください。歳出につきましては、主に執行残の減額などの予算整理でご

ざいます。その他、国の補正予算に伴う事業、過年度の国及び県の補助金等の精算に伴

う返還金などを計上しておりますので、説明に当たりましては、目ごとの主な増減につ

いて、事業別に御説明をいたします。 

  第１款 議会費の第１項、議会費では議会事務一般において、旅費など２０１万円の

減額でございます。 

  第２款 総務費の第１項、総務管理費では、人事管理事業において臨時職員雇用関連

経費など２６４万３，０００円の減額でございます。 

  ４０ページの庁舎維持管理事業では、庁舎維持管理に係る業務委託料など２６３万６，

０００円の減額でございます。 

  ４４ページをお願いいたします。第２項 企画費では、行政情報化事業において、情

報ネットワークのセキュリティー強化対策に係る経費の執行残６４７万６，０００円の

減額。企画一般事務事業では、ふるさと納税の見込みなどにより、１６１万２，０００

円の減額でございます。 

  ４６ページをお願いいたします。第３目 地域振興費の地域振興事業において、住民

参加型まちづくり施設整備事業補助金の申請がなかったことなどにより、１，８８４万

９，０００円の減額。交通輸送対策事業では、バス路線補助金の増により、３１万７，
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０００円の増額でございます。 

  続きまして、４８ページから５１ページの第３項 町税費につきましては、執行残の

整理または財源更正でございます。 

  ５２ページをお開きください。第４項 戸籍住民基本台帳費では、住民基本台帳等事

業において、国からの見込額通知による地方交付団体情報システム機構負担金の減など

により、３４７万７，０００円の減額でございます。 

  続きまして、第５項 選挙費から５８ページの第７項 監査委員会費までにつきまし

ては、執行残の整理でございます。 

  ６０ページをお開きいただきたいと思います。第３款 民生費の第１項 社会福祉費

では、臨時福祉給付金支給事業において、平成２８年度に実施した年金生活者等支援臨

時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向け給付金の実績精算に伴う返還金５３７万円

の増額。老人ホーム等、入所措置事業において、入所措置業務委託料の見込みにより５

００万円の減額。地域介護福祉空間整備等施設整備事業において、社会福祉施設等のス

プリンクラー等設置に係る介護基盤緊急整備等補助金の実績見込みにより、７５４万１，

０００円の減額でございます。 

  ６２ページをお願いいたします。第３目 障害者福祉費の障害者総合支援事業におい

て、利用者の増等に伴う扶助費の増、実績精算に伴う返還金の増などにより、２０８万

４，０００円の増額でございます。 

  続きまして６４ページの熊野町国民健康保険事業において、被保険者数の見込みなど

に伴う国民健康保険事業特別会計繰出金の減などにより、７０３万２，０００円の減額。

福祉医療費公費負担事業において、重度心身障害者医療費の執行見込みなどにより、１

８万３，０００円の増額。 

  ６６ページの介護保険一般事業において、介護保険特別会計繰出金の減などにより、

１，５１１万５，０００円の減額。 

  ６８ページの後期高齢者医療事務事業において、被保険者の増に伴う後期高齢者医療

特別会計繰出金など３５８万４，０００円の増額でございます。 

  次に７０ページの第２項 生活保護費では、生活保護費支給事業において、新規申請

者の減などによる扶助費の見込みにより２，１６７万７，０００円の減額でございます。 

  ７２ページをお願いいたします。第３項 児童福祉費の児童手当支給事業、児童扶養

手当給付事業において、対象者の見込みにより、それぞれ７３０万円、５９０万円の減
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額でございます。 

  続きまして、７４ページの保育所運営事業において、保育士の処遇改善等による保育

所委託料の増、私立幼稚園に係る施設型給付費の減により、５００万円の減額でござい

ます。 

  ７６ページをお開きいただきたいと思います。 

  第４款 衛生費の第１項 保健衛生費では、感染症対策事業において、予防接種等受

診者数の見込みにより、１，２７６万円の減額、生活習慣病予防対策事業において、が

ん検診受診者数の見込みなどにより、１，１２２万５，０００円の減額でございます。 

  次に７８ページ下段の母子保健事業では、扶助費等の執行見込みにより、３６１万９，

０００円の減額でございます。 

  ８０ページをお願いしたいと思います。 

  第２項 清掃費では、廃棄物収集運搬事業において、入札執行の結果生じた委託料の

不用額など、１，５１０万５，０００円の減額、続きまして、８２ページの廃棄物中間

処理・最終処分事業において、入札執行の結果生じた委託料の不用額及び、安芸地区広

域ごみ焼却場事業負担金の見込みにより、１，２０３万円の減額でございます。 

  ８４ページをお開きいただきたいと思います。 

  第５款 農林水産業費の第１項 農業費では、農業委員会において、制度改正に伴う

農業委員会委員報酬の減などにより、１９０万８，０００円の減額でございます。 

  次に、８６ページ、第２項 林業費では、林業振興事業において、ひろしまの森づく

り事業に係る里山林整備事業委託料、２０万円の増額、小規模崩壊地復旧事業において、

平谷地区崩壊地復旧工事の完了に伴い、１８１万３，０００円の減額でございます。 

  ９０ページをお願いしたいと思います。 

  第７款 土木費の第２項 道路橋梁費では、県営事業及び土木一般事業において、主

要地方道矢野安浦線の改良等に伴う県営道路等改良事業負担金の増などにより、４５９

万３，０００円の増額でございます。 

  続いて、９２ページの国庫・町道舗装修繕事業において、国の交付金の割り当てが得

られなかったことに伴い、６５０万円の減額でございます。 

  次に、第３目 道路新設改良費では、各事業において、入札執行の結果生じた工事請

負費等の不用額及び、国の交付金の割り当てに伴い施工範囲が確定したことなどにより、

目全体で２，９４８万９，０００円の減額でございます。 
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  飛びまして、９８ページをお開きください。 

  第４項 都市計画費ですが、第２目 公園費では、都市公園緑地管理事業において、

入札執行の結果生じた植栽等管理業務委託料の不用額など、２３８万円の減額、１００

ページの第３目 公共下水道費では、公共下水道整備費の事業費見込みに伴う財源更正

により、公共下水道事業特別会計繰出金３，０４０万７，０００円の減額でございます。 

  １０２ページをお開きいただきたいと思います。 

  第５項 住宅費では、コーポラス熊野管理事業において、２号館屋上防水改修工事の

入札執行の結果生じた不用額など、６１５万５，０００円の減額でございます。 

  １０４ページをお開きください。 

  第８款 消防費の第１項 消防費では、常備消防運営事務事業において、広島市消防

事務委託料の見込みにより、１，０４０万円の減額で、災害予防及び応急対策事業にお

いて、防災行政無線デジタル化実施設計業務の入札執行の結果生じた不用額など、１，

４０５万６，０００円の減額でございます。 

  １０８ページをお願いいたします。 

  第９款 教育費の第１項 教育総務費では、学校支援事業において、学校支援員等報

酬など、４９３万８，０００円の減額でございます。 

  １１０ページの第２項 小学校費では、小学校施設維持管理事業において、新学期か

ら設置予定の巡回型通級指導教室に必要な備品購入費６９万円の増、小学校の施設維持

管理に係る業務委託料の減により、５８万１，０００円の減額でございます。 

  次に、小学校大規模改造事業において、国の平成２９年度補正予算で措置された学校

施設環境改善交付金を活用し、熊野第一小学校東校舎大規模改造工事を実施するための

経費として、１億１，５００万円を増額しております。 

  なお、この経費につきましては、全額を翌年度に繰り越して執行する予定としており

ます。 

  １１６ページをお願いいたします。 

  小学校教育振興事業の第四小学校において、新規認定者の増に伴う扶助費など、９７

万５，０００円の増額でございます。 

  １１８ページをお開きください。 

  第３項 中学校費では、中学校大規模改造事業において、国の平成２９年度補正予算

で措置された学校施設環境改善交付金を活用し、熊野東中学校普通教室棟大規模改造工
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事・第Ⅱ期を実施するための経費といたしまして、２億３，１８９万６，０００円を増

額しております。 

  なお、この経費につきましても、全額を翌年度に繰り越して執行する予定としており

ます。 

  １２２ページまでお願いいたします。 

  第４項 学校給食費では、学校給食事業において、中学校給食の喫食率の実績により、

７７５万１，０００円の減額でございます。 

  続きまして、１２４ページをお開きください。 

  第６項 社会教育費では町民会館施設管理事業において、改修後の空調設備の一部稼

働に伴う光熱水費の不足に伴う増、空調改修工事及び駐車場整備工事の入札執行の結果

生じた不用額などにより、５，１２５万円の減額でございます。 

  １３２ページまで、お進みいただきたいと思います。 

  第７項 保健体育費では社会保健施設管理事業において、町民グランド改修実施設計

業務の入札執行の結果生じた不用額など、６５４万５，０００円の減額でございます。 

  １３４ページをお開きください。 

  第１２款 諸支出金の第１項 基金費では、筆の里づくり基金積立金として、１月末

までのふるさと納税の受納金２，１３１万円を増額し、土地開発基金積立金として、平

成３０年度から事業着手する、筆の里工房周辺整備事業に係る用地先行取得のため、土

地開発基金を積み増しする必要があることから、１億１，７００万円を増額するもので

ございます。 

  以上が、歳入歳出予算補正の主な内容でございます。 

  次に、繰越明許費についての説明をさせていただきます。 

  ６ページまで返っていただくことになります。よろしくお願いいたします。 

  第２表 繰越明許費は、翌年度に繰り越して使用することができる経費を設定するも

のでございます。 

  第７款 土木費の町道薮太央線改良事業につきましては、年度内の執行が困難になっ

た経費につきまして設定をしております。 

  次の、第９款 教育費の小学校大規模改造事業、中学校大規模改造事業につきまして

は、国の補正予算による交付金を財源として実施する事業に要する経費について設定を

しております。 
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  これらの合計３億５，０５４万５，０００円を翌年度に繰り越すものでございます。 

  平成２９年度熊野町一般会計補正予選（第４号）案についての説明は、以上でござい

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  藤本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１１番（藤本） １１４ページ、教育費２項、小学校費、その中でですね、ごめんなさ

い、ページ数がちょっと違ったかな。ごめんなさい、１１７ページですね、失礼しまし

た。この第四小学校のですね、扶助費がですね、１、２，３はマイナスであるのに、こ

こだけ突出して１１１万ということになってるんですが、これは何で急にそうなんでし

ょうか。急ではないかもわかりません。ちょっと教えてください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 第四小学校のいわゆる就学援助費、準要保護、要保護に対する援

助費でございますが、第四小学校のほうが、実はこれまでの実績を見てみますと、例年

町内の小中学校における就学援助費のパーセンテージというのが、大体１４％から１

５％という状況で推移しておりました。それが、第四小学校の場合におきましては、こ

れまでおおむね９％から１０％ぐらいという低い数値で推移してきておりました。それ

が今年度になりまして、当初４４名という認定でございましたが、夏休み以降、認定が

２８名増加しております。こちらにつきましては、要因というものは、ちょっとはっき

りしたものはございませんけれども、就学援助費というものがありますということは、

随分ＰＲをしてきておりました。そうした中で、第四小学校のほうで、これまで低い数

値を示していたものが、おおむね１４％ぐらいになってきたという状況になっていると

いうことでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） ほかにありませんか。山野議員。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１２番（山野） ついでに、１２１ページなんですけれども、熊野中学校の光熱費、需

用費なんですけれども、今年度すごく気温が低かったのに、この残の１２７万３，００

０円というのは、何か今までと違ったことがあったんでしょうかね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 熊野中学校でございますが、実は今年度に入りまして、各学校に

例年ではございますが、光熱水費等の節水とか節電とか、そういったものに努めてくだ

さいということで話を毎年しておるところですが、熊野中学校につきましては、今年度、

トイレの水、いわゆる水の流れる時間が調査したところ、昼夜が逆転していたという状

況にございました。そういったものも含めまして、そういったトイレに流れる水の調整、

そして、これまで実は熊野中学校の中で漏水が発生しておりました。そういった漏水が

発生したものについての工事もしたということで、今回大きな額ではございますが大幅

減となっているという状況でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） １０５ページの災害予防及び応急対策事業なんですけれども、防災行政

無線デジタル化の実施設計業務、これですね、１，４０５万６，０００円というのは、

これ入札が安かったとは伺っておりますが、このようなことで信頼できるのでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 西村総務部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部次長（西村） 議員ご指摘のとおり、予算額１，０００万余りを組んでおりまし

たが、１７万２，８００円という、とっても安価な額で落札をいただきまして、契約と

いうことになりました。この際、余りにも安価な額、入札の提示でございましたので、

契約の締結に当たりまして、当該業者から、例えば情報漏えいがないよう、あるいは、

仕様書に書いてある事項を遵守するよう、そういったものを誓約書として授与いたしま
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して、契約締結に至っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） ほかにありませんか。沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） １２５ページの町民会館施設管理事業なんですが、これもですね、５，

１２５万円ということなんですが、駐車場を整備した後、そのほかのこともあるという

ことだったんですが、詳しい理由をお聞かせください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 町民会館の、こちらの合計額のほうがですね、燃料費のほうが、

重油タンクを使っておりましたものがなくなったっていうのがございまして、それで、

空調工事でそれを使用しなかったっていうことで、そこが１，１３２万円減になってお

りますので、これが大きく響いているものと思っております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 藤川生涯学習課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生涯学習課長（藤川） 失礼いたしました。ちょっと私、見ているところを間違えてし

まいました。町民会館の駐車場と、済みません、空調の工事のほうでございました。失

礼いたしました。そちらのほうの入札の執行残でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） いいですか、沖田議員。山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１２番（山野） もう一度、学校のほうで、１０９ページなんですけれども、学校支援

員の、支援事業で、学校支援や、あるいはアドバイザーの報酬が２名分減というのは、

予定の人数じゃないんでしょうか。どうですか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 学校支援につきましては、当初は町内小中学校６校ということで

予算計上しておりました。そのうち、実は県費のほうで、４校につきまして県のほうで

対応していただけるということになったというものでございます。家庭教育支援アドバ

イザーのほうにつきましては、こちらにつきましては２名という予定でしておりました

が、１名県費のほうで対応していただけるということになったという状況でございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 山野議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１２番（山野） 県費で半分だからできたということなんですね。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 横山教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（横山） 家庭教育支援アドバイザーのほうは、各中学校区に配置をしてお

ります。熊野中学校と東中学校に１名ずつということでございますが、熊野中学校の方

にはスクールソーシャルワーカーという形で県費で対応していただいております。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） ほかにありませんか。沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（沖田） 済みません、先ほどのお答えをいただいてないと思うんですけれども、

よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 桐木財務課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○財務課長（桐木） 先ほどの５，１２５万円のうち、４，８３６万８，０００円は、空

調改修工事の残と駐車場整備工事の入札残でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（山吹） 竹爪議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○２番（竹爪） 衛生費のほうですけど、８３ページでございますけど、廃棄物中間処理

と最終処分事業で１，２０３万円。これを教えていただきたいんですが。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 堂森生活環境課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○生活環境課長（堂森） こちら、８３ページのほうにもございますけども、一番大きな

ものにつきましては、安芸地区広域ごみ焼却場事業負担金、これ３か年で、長寿命化工

事をやっておりました。それの終結に向けて、金額が確定したことによる負担金の減、

これが一番主なものになります。あと残りにつきましては、業務委託に対する入札の執

行残ということで減額となっております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 片川議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○６番（片川） どうもまともなお答えがいただけないようなんで、私、黙っとこう思っ

たんですが、要するに、先ほどの空調とですね、舗装の工事の件ですね、これ執行残い

うことですよね、いう理解でいいんですよね。それで、この予算は何をもとに作られた

のかをお伺いしたい、もともとの予算。なぜこのような執行残が出るのか、何をもとに

算出をしたのかお教えください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 林建設部技術次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部技術次長（林） 積算ですけれども、一応前年度に設計をいたしましたので、そ

の設計の成果で予算を組んだわけでございますけれども、実際執行いたしますと、６月

議会の契約の締結のときに、お答えしたように、やっぱり業者努力と、それとあと、見

積りの多少の違い、掛率の違い。私どもの見積りの甘さも少しあったかもわかりません

が、そういった理由で入札残が出たんだと思います。 

  以上です。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２３号について採決します。本案については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、議案第２３号については、原案のとおり

可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２５、議案第２４号、平成２９年度熊野町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２４号、平成２９年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）案につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、それぞれ３億５，８４０

万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３３億１，９０９万６，０００円とす

るものでございます。 

  歳入の主な内容は、国民健康保険税２，３４６万５，０００円、国庫支出金１億１，

７０８万２，０００円、県支出金３，７７０万４，０００円、共同事業交付金１億６，

５９０万７，０００円の減額などでございます。 

  歳出の主な内容は、保険給付費２億２，６０５万４，０００円、共同事業拠出金１億

１，８１７万円の減額などでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２４号について採決します。本案については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、議案第２４号については、原案のとおり

可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２６、議案第２５号、平成２９年度熊野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２５号、平成２９年度熊野町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）案につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、それぞれ４，９２２万９，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を８億４，５５５万２，０００円とするもので

ございます。 

  歳入の主な内容は、繰入金３，０４０万７，０００円、町債１，９８０万円の減額、

諸収入３１５万７，０００円の増額などでございます。 

  歳出の主な内容は、総務費３，２９３万８，０００円、事業費１，６２９万１，００

０円の減額でございます。 

  また、第２条の地方債の補正では、下水道事業の限度額を２億２，４００万円から２

億４２０万円に変更するものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２５号について採決します。本案については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、議案第２５号については、原案のとおり

可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２７、議案第２６号、平成２９年度熊野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２６号、平成２９年度熊野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）案につきましては、既定の歳入歳出予算総額に、それぞれ１，７５３万７，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を６億７，３８４万１，０００円とするもので

ございます。 

  歳入の主な内容は、後期高齢者医療保険料１，３９２万３，０００円、繰入金３７８

万４，０００円の増額などでございます。 

  歳出の主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金１，７７８万円の増額などでござ

います。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２６号について採決します。本案については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、議案第２６号については、原案のとおり

可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２８、議案第２７号、平成２９年度熊野町介護保険特別

会計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２７号、平成２９年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第３

号）案につきまして、御説明を申し上げます。 

  保険事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、それぞれ６４７万１，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２２億１，９２３万８，０００円とするもの

でございます。 

  歳入の主な内容は、支払基金交付金１，４０３万１，０００円、県支出金８２５万４，

０００円、繰入金１，２１７万４，０００円の減額、国庫支出金２，７９５万円の増額

などでございます。 

  歳出の主な内容は、保険給付費４，４６７万４，０００円、地域支援事業費６２３万

４，０００円の減額などでございます。 

  続きまして、介護サービス事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、

それぞれ３１３万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を９１１万４，０００円

とするものでございます。 

  歳入の主な内容は、サービス収入１４０万４，０００円、繰入金１７３万円の減額な

どでございます。 

  歳出の内容は、事業費３１３万６，０００円を減額するものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２７号について採決します。本案については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、議案第２７号については、原案のとおり

可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第２９、議案第２８号、平成２９年度熊野町上水道事業会

計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２８号、平成２９年度熊野町上水道事業会計補正予算（第３号）

案につきましては、収益的収入予定額を２４３万円減額し、総額を５億３，２６１万１，

０００円とし、収益的支出予定額を１５３万１，０００円減額し、総額を４億９，０１

４万２，０００円とするものでございます。 

  また、資本的収入予定額を５６０万円減額し、総額を１，７８５万４，０００円とし、

資本的支出予定額を２００万円減額し、総額を７，５８１万７，０００円とするもので

ございます。 

  収入の主な減額の内容といたしましては、水道使用料や給水分担金等の減収見込額で

ございます。 

  支出の主な減額の内容でございますが、給配水事業等に係る工事請負費等の執行残額

でございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（山吹） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２８号について採決します。本案については原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、議案第２８号については、原案のとおり

可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） お諮りいたします。これより日程第３０、議案第２９号、平成３０年度

熊野町一般会計予算についてから、日程第３５、議案第３４号、平成３０年度熊野町上

水道事業会計予算についてまでを一括議題としたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、日程第３０、議案第２９号から、日程第

３５、議案第３４号までを、一括議題とすることに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第３０、議案第２９号から、日程第３５、議案第３４号ま

でを一括議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２９号から第３４号まで一括して提案理由を御説明申し上げます。 

  平成３０年度歳入歳出予算書をごらんください。 

  まず、議案第２９号、平成３０年度熊野町一般会計予算（案）ですが、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ９１億７，２２１万６，０００円とするものでございます。 

  ２ページから歳入ですが、主な内容といたしまして、町税、２３億４，６１２万７，

０００円、地方交付税、１９億８，７００万円、国庫支出金、１４億３，８４９万７，
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０００円、県支出金、５億９，６２９万３，０００円、繰入金、８億６，１４９万４，

０００円、町債、９億１，５２２万２，０００円などでございます。 

  続きまして、５ページからの歳出ですが、主な内容といたしましては、総務費は、１

２億７，２２０万８，０００円で、町制施行１００周年記念事業費として記念式典を始

めとした諸行事の実施に要する経費のほか、筆の里工房事業として空調設備及び常設展

示室の改修に要する経費などとなっており、全体の１３．９％を占めております。 

  民生費は、３６億４，６５９万１，０００円で、住民基本台帳等事業として住民票等

各種証明書のコンビニ交付導入に係る経費のほか、認定こども園へ移行予定の町内幼稚

園の施設整備費補助に要する経費などとなっており、３９．８％を占めております。 

  衛生費は、６億１，９９０万３，０００円で、６．８％を占めております。 

  土木費は、９億１，１６２万２，０００円で、筆の里工房周辺整備事業として筆の里

工房と一体となった体験交流を中心とする観光交流拠点となる公園整備の推進に係る経

費のほか、子育て世代“住むならくまの”応援事業として引き続き子育て世代の住宅取得

に対する支援に係る経費などとなっており、９．９％を占めております。 

  消防費は、５億２，１６１万４，０００円で、災害予防及び応急対策事業として防災

行政無線デジタル化に係る経費などとなっており、５．７％を占めております。 

  教育費は、１２億３，１７４万８，０００円で、小・中学校大規模改造事業として、

第一小学校東校舎、東中学校普通教室棟の大規模改造工事及び、小・中学校のエアコン

設置実施設計に係る経費のほか、社会体育施設管理事業として町民グランド改修工事や、

グラウンド・ゴルフコース実施設計に係る経費などとなっており、１３．４％を占めて

おります。 

  公債費は、６億３，６６０万円で、６．９％を占めております。 

  次に、７ページでは第２表で３件の継続費を、第３表では３件の債務負担行為を掲げ

ております。 

  ８ページでは、第４表で７件の地方債を定めております。 

  次に、議案第３０号、平成３０年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算（案）です

が、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２８億１，６７０万７，０００円とする

ものでございます。 

  ２ページの歳入のうち、主な内容は、国民健康保険税、４億８，９２０万８，０００

円、県支出金、２１億３，６１４万６，０００円、繰入金、１億８，２４４万２，００
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０円でございます。 

  ３ページの歳出のうち、主な内容は、保険給付費、２７億６，６９４万２，０００円、

保健事業費、２，５３２万１，０００円でございます。 

  次に議案第３１号、平成３０年度熊野町公共下水道事業特別会計予算（案）ですが、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８億２，６６２万６，０００円とするもので

ございます。 

  ２ページの歳入のうち、主な内容は、使用料及び手数料、２億６，９５３万１，００

０円、国庫支出金、２，７００万円、繰入金、３億３，４６２万２，０００円、町債、

１億８，３５０万円でございます。 

  ３ページの歳出のうち、主な内容は、総務費、１億９，９６０万４，０００円、事業

費、１億１，７７３万６，０００円、公債費、５億８２８万６，０００円でございます。 

  次に、４ページでは第２表で地方債を提示させていただいております。 

  次に、議案第３２号、平成３０年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算（案）でござ

いますが、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ６億９，２７４万４，０００円と

するものでございます。 

  ２ページの歳入のうち、主な内容は、後期高齢者医療保険料、３億２，０６８万３，

０００円、繰入金、３億７，０３０万４，０００円でございます。 

  ３ページの歳出のうち、主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金、６億８，９３

０万６，０００円でございます。 

  次に、議案第３３号、平成３０年度熊野町介護保険特別会計予算（案）ですが、保険

事業勘定の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２０億９，６６１万８，０００円、

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７２６万２，０００

円とするものでございます。 

  まず、保険事業勘定についてですが、４ページの歳入のうち、主な内容は、保険料、

５億８，５７２万１，０００円、支払基金交付金、５億４，３６１万４，０００円、国

庫支出金、３億７，９８８万１，０００円、県支出金、３億１８２万９，０００円、繰

入金、２億８，４００万１，０００円でございます。 

  ５ページの歳出のうち、主な内容は、保険給付費、１９億５，４０７万円、地域支援

事業費、１億３４万５，０００円でございます。 

  次に、介護サービス事業勘定についてでございますが、８ページの歳入として、サー
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ビス収入、５２９万８，０００円、繰入金、１６３万３，０００円でございます。 

  ９ページでございますが、歳出として、事業費、７２６万２，０００円でございます。 

  次に、議案第３４号、平成３０年度熊野町上水道事業会計予算（案）ですが、収益的

収入及び支出では、収益的収入総額を５億３，０４４万円、収益的支出総額を４億９，

７６６万１，０００円とするものでございます。 

  また、資本的収入及び支出では、資本的収入総額を１，９７８万１，０００円、資本

的支出総額を８，１１８万６，０００円とするものでございます。 

  以上が、一般会計及び４つの特別会計並びに上水道事業会計に係る平成３０年度当初

予算の提案説明でございます。 

  御審議の上、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま提案されました、平成３０年度熊野町一般会計予算、及び各特別会計予算、

並びに熊野町上水道事業会計予算については、議員全員で構成する予算特別委員会を設

置し、これに一括して審査を付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山吹） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度の熊野町一般会計予算、及

び各特別会計予算、並びに熊野町上水道事業会計予算については、議員全員で構成する

予算特別委員会を設置し、これに一括して審議を付託することに決定しました。 

  暫時休憩いたします。 

（休憩 １６時２１分） 

（再開 １６時２２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  お諮りします。ただいま設置しました予算特別委員会の委員長及び副委員長は、議長

において指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  異議なしと認めます。よって、予算特別委員会の委員長及び副委員長は、議長におい

て指名することに決定いたしました。 
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  お諮りします。予算特別委員会の委員長に藤本議員、副委員長に尺田議員を指名する

ことに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  異議なしと認めます。よって、予算特別委員会の委員長に藤本議員、副委員長に尺田

議員を指名することに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（山吹） これより日程第３６、選挙第１号、熊野町選挙管理委員及び補充員の選

挙についてを議題とします。 

  この件につきましては、平成２６年３月議会で議決しました現在の選挙管理委員と補

充員の任期が平成３０年３月２９日で終了するために、改めて委員と補充員を今議会で

選挙するものです。 

  お諮りします。選挙の方法については地方自治法第１１８条第２項の規定により、議

長の氏名推選としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は議長の氏名推選で行うことに決まりまし

た。 

  それでは、お手元に配付しています資料のとおり、選挙管理委員には、仁井本義治さ

ん、石井喜代子さん、菅田博昭さん、林世紀雄さんを、補充員には、１位、吉川眞智子

さん、２位に住岡宣博さん、３位に立花一郎さん、４位に中川健二さん、以上の方々を

議長からの氏名推選といたします。 

  お諮りいたします。ただいま氏名しました方々を、熊野町選挙管理委員及び補充員の

当選人とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  異議なしと認めます。よって、ただいま氏名したとおり、選挙管理委員には、仁井本

義治さん、石井喜代子さん、菅田博昭さん、林世紀雄さんを、補充員には、１位、吉川

眞智子さん、２位に住岡宣博さん、３位に立花一郎さん、４位に中川健二さん、以上の

方々が当選をされました。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。 

  それでは、本日はこれにて散会といたします。 

  大変お疲れさまでございました。 
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（散会 １６時２５分） 

 

 


